
- 1 -

平成２７年知内町議会第１回定例会（２日目）

◎ 招集年月日 平成２７年３月１３日（金）

◎ 招集の場所 知内町役場 議場

◎ 開 会 日 時 平成２７年３月１３日（金） 午後 １時００分

◎ 閉 会 日 時 平成２７年３月１３日（金） 午後 ４時３０分

◎ 出 席 議 員

１番 西 山 和 夫 ６番 五十嵐 捷 爾

２番 木 村 一 ７番 谷 口 康 之

３番 松 井 盛 泰 ８番 吉 田 峰 一

４番 泉 政 栄 ９番 森 永 勉

５番 敦 澤 良 子 １０番 伊 藤 政 博

◎ 会議録署名議員 ２番 木 村 一 ８番 吉 田 峰 一

◎ 欠 席 議 員 な し

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した説明員

町 長 大 野 幸 孝

副 町 長 網 野 眞

総 務 企 画 課 長 手 塚 恵 一

総務企画課政策室長 小田島 伸 二

生 活 福 祉 課 長 松 崎 輝 幸

湯 ノ 里 保 育 所 長 （松 崎 輝 幸）

産 業 振 興 課 長 西 野 俊 一

建 設 水 道 課 長 佐々木 孝 幸

教 育 長 田 中 健 一

教 育 次 長 福 井 誠一郎

高 校 事 務 長 田 中 志津夫

スポーツセンター長 上 村 政 美

給 食 セ ン タ ー 長 （福 井 誠一郎）

代 表 監 査 委 員 村 上 壽

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 村 上 義 久

議 事 係 長 上 野 真 吾
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平成２７年知内町議会第１回定例会議事日程

（第２号） 平成２７年３月１２日（木）午前９時３０分開議

日 程 議 件 番 号 議 件 名

第 １ 会議録署名議員の指名 ２番、木村 一君 ８番、吉田峰一君

第 ２ 議案第９号 知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

第 ３ 議案第10号 知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例につい

て

第 ４ 議案第11号 矢越山荘の設置及び管理に関する条例の制定について

第 ５ 議案第12号 知内町子ども発達支援センター条例の制定について

第 ６ 議案第13号 知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関

する条例の制定について

第 ７ 議案第14号 知内町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について

第 ８ 議案第15号 保育料徴収条例を廃止する条例の制定について

第 ９ 議案第16号 知内町立幼稚園の保育料等徴収条例を廃止する条例の制定について

第 10 議案第17号 知内町介護保険条例の一部を改正する条例について

第 11 議案第18号 知内町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する

基準を定める条例の制定について

第 12 議案第19号 知内町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例の制定について

第 13 議案第20号 知内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について

第 14 議案第21号 知内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ

いて

第 15 議案第22号 知内町子ども・子育て支援事業計画の策定について

第 16 議案第23号 知内町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について

第 17 議案第24号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

第 18 議案第25号 知内町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例

に関する条例の制定について

第 19 議案第26号 知内町民プール管理運営条例の一部を改正する条例について

第 20 議案第27号 知内町健康保養センターに係る指定管理者の指定について

第 21 議案第28号 知内町青少年交流センターに係る指定管理者の指定について

第 22 議案第29号 平成２７年度知内町一般会計予算について

第 23 議案第30号 平成２７年度知内町国民健康保険事業特別会計予算について

第 24 議案第31号 平成２７年度知内町後期高齢者医療特別会計予算について

第 25 議案第32号 平成２７年度知内町介護保険特別会計予算について

第 26 議案第33号 平成２７年度知内町公共下水道事業特別会計予算について

第 27 議案第34号 平成２７年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算について
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日 程 議 件 番 号 議 件 名

第 28 議案第35号 平成２７年度知内町水道事業会計予算について

議案第９号から議案第３５号までの２７議案

一括予算審査特別委員会（付託質疑）

● 開会宣言・開議・議事日程

◎ 議 長（伊藤政博）

５番からは少し遅れるという連絡が入っておりますので。９番ももうじき来ると思いま

す。只今の出席議員数は、８人です。

定足数に達していますので、会議は成立します。

これから、本日の会議を開きます。

本日の会議日程は、お手元に配付のとおりです。

● 会議録署名議員の指名

◎ 議 長（伊藤政博）

日程第１、『会議録署名議員の指名』を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、２番、木村一君及び８番、

吉田峰一君を指名します。

● 議案第９号 知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２、議案第９号、『知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて』から日程第２２、議案第３５号、『平成２７年度知内町水道事業会計予算につい

て』の２７議案は、いずれも平成２７年度予算に関する議案であります。

したがって、この２７議案は、一括議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、以上の２７議案は、一括議題とすることに決定しま

した。

これから議題となった議案９号から順次提案理由の説明を求めます。

議案第９号、『知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について』説明を

求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

議案第９号、知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。

知内町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
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次のページです。知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。

知内町職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第１号）の一部を次のように改正する。

説明につきましては、資料で行いますので、見だしナンバー１、総務企画課関係の１ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

今回の一部改正の内容でありますが、平成２６年８月７日に出されました人事院勧告に

基づくもので、改正の概要は、①と致しまして、給与配分の見直しのため、給料表を平均

２％引き下げるもの。それと②として、平日深夜勤務に対し、新たに管理職員特別勤務手

当を支給する。③と致しまして、気象データの更新に基づき、寒冷地手当の支給地域の見

直しをするものであります。なお、③につきましては、次の議案第１０号で提案をしてい

るものです。なお、２ページから８ページまでには、新旧対照表を掲載してございますの

で、ご参照いただきたいと思います。

議案の５ページに戻っていただきたいと思います。

附則と致しまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。以上で説明を終わ

らせていただきます。よろしくお願い致します。

● 議案第１０号 知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例

について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第３、議案第１０号、『知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正

する条例について』説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

議案第１０号、知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例について。

知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を次のように改正する。

知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例。

知内町職員に対する寒冷地手当支給条例（昭和５５年条例第２３号）の一部を次のよう

に改正する。

今回の改正につきましては、先ほど資料で説明しましたとおり、寒冷地手当の支給地域

の見直しによる人事院勧告に基づき改正をするものであります。

附則と致しまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

なお、総務企画課資料９ページに新旧対照表を掲載してございますので、ご参照いただ

きたいと思います。以上で説明を終わります。

● 議案第１１号 矢越山荘の設置及び管理に関する条例の制定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第４、議案第１１号、『矢越山荘の設置及び管理に関する条例の制定について』

説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）
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議案第１１号、矢越山荘の設置及び管理に関する条例の制定について。

矢越山荘の設置及び管理に関する条例を次のように制定する。

本条例制定の趣旨につきましては、他地域との交流の推進による小谷石地域の活性化と

地域振興に資するため、今回整備致しました矢越山荘を適正に管理するため、必要な事項

を定めるためのものであります。

内容につきましては、政策室長から説明を致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

矢越山荘の設置及び管理に関する条例でございます。

第１条は、地域活性化に向けて建設を致しました矢越山荘の管理、運営など、この条例

の制定の目的を定めるものでございます。

第２条は、施設の名称を矢越山荘とし、設置位置を定めているものでございます。

第３条は、施設の管理者を定める規定であります。町長が管理することと致しながらも、

団体等に管理を委託できる旨を定めているものでございます。

第４条、第５条は、施設の使用承認及び使用者の責務など、施設利用にかかる一般規定

でございます。特徴的なことと致しましては、第５条の後段でございます。特に矢越山荘

が木造の施設であることに鑑み、火気の使用にあたっては、特別の注意を持って使用しな

ければならないという旨を規定しております。

第６条は、施設の使用料金を別表で定めているものでございます。なお、１号から６号

までの規定で、公共的団体等が利用する場合の使用料金の減免の規定もしてございます。

第７条は、施設の利用に関して、破損した場合の損害賠償責務を課せるものでございま

す。

第８条と第９条は、指定管理者による管理を可能とするための規定でございます。

３ページ、最後の附則と致しまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行するも

のでございます。以上です。

● 議案第１２号 知内町子ども発達支援センター条例の制定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第５、議案第１２号、『知内町子ども発達支援センター条例の制定について』

説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１２号、知内町子ども発達支援センター条例の制定について。

知内町子ども発達支援センター条例を次のように制定する。

本条例制定の趣旨につきまして、ご説明を申し上げます。

障害やその心配のある児童を対象に早期発見と早期療育、各種療育相談、巡回訪問など

を行い、児童とその家族に対して、相談、指導、援助をするための地域の拠点として、子

ども発達センターを設置することに伴い、対象や事業等について本条例で定めるものであ

ります。

条例の内容につきましては、生活福祉課長より説明致します。
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◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

それでは、１ページです。知内町子ども発達支援センター条例。

第１条の目的ですけれども、発達支援の必要が認められる児童及びその家族に対して、

適切な指導、支援、相談等を行うことにより、当該児童及びその家族の福祉の向上を図る

ため、子ども発達支援センターを設置するものです。

第２条として、名称及び位置ですけれども、子ども発達支援センターの名称及び位置は、

次のとおりとする。名称は、知内町子ども発達支援センター。場所ですけれども、知内町

字重内３１－１３０。保健センター内に設置します。

第３条は、対象者です。知内町子ども発達センターを利用することができる者は、町内

に住所を有する次に掲げるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限

りとしない。１つとしまして、心身障がいを有し、またはその疑いがある児童及びその家

族。２番目としまして、１８歳に到着した者のうち、継続した発達支援を受ける必要が認

められる者及びその家族。

第４条ですけれども、事業です。発達センターは、次の事業を行う。１つ目として、児

童の発達相談及び評価すること。（２）として、児童及びその家族の相談及び生活支援に

関すること。（３）は、関係機関への訪問及び連絡調整に関すること。（４）として、前３

号に掲げるもののほか、児童及びその家族の発達支援に関すること。

２項としまして、発達支援センターは、前項に掲げる事業を適切に実施するため、発達

プラン等の個別支援計画を策定するものとする。

第５条と致しまして、職員です。発達支援センターには、児童発達支援事業等に必要な

職員を置く。

第６条は、委任です。この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則で定める。

附則としまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

なお、今年度の事業内容については、予算説明資料見だし２、生活福祉課の５ページに

掲載してありますので、ご参照願いたいと思います。よろしくお願いします。

● 議案第１３号 知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

に関する条例の制定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第６、議案第１３号、『知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

利用者負担に関する条例の制定について』説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１３号、知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関す

る条例の制定について。

知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例を次のよ

うに制定する。

本条例につきましては、子ども子育て支援法の施行に伴い、教育、保育を利用する子ど

もについての施設型給付の認定区分や給付の内容が整理されたため、新たに本条例で必要
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な事項を定めるものであります。

条例の内容につきましては、生活福祉課長より説明を致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例について

は、予算説明資料見だし２の生活福祉課、説明資料の６ページで概要を説明しますので、

６ページをお開きください。

それでは、子ども子育て支援制度開始に伴う主な変更点を説明致します。

１つ目としまして、保育時間です。保育時間は、従来午前７時４５分から午後５時だっ

たものが、両園とも７時３０分から午後６時半ということで、標準と短期時間に分かれま

す。標準の場合は、今、言いましたとおり午前７時半から午後６時半まで。短期について

は、午前８時から午後４時までとなっております。

それから、２番目の保育料の算定ですけれども、従来は前年度の所得税の算定でしたけ

れども、新しい制度は、前々年度の町民税、所得割４月分から８月分までと前年度の町民

税、所得割９月分から３月分までというふうに変更になります。

３番目としまして、町の保育料です。認定基準が２号、３号というふうに保育所の場合

なりますので、それの３歳未満児と３歳以上児の標準時間保育短時間料金がそれぞれ設定

になります。それで、従来の保育徴収基準月額が新しくなる保育標準時間の額と同等にな

っております。保育短時間については、標準時間のおよそ１．７％から１．８％の減額に

なっております。

それでは、本文に戻りまして、知内町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用

者負担に関する条例。

第１条は、趣旨です。第２条については、定義です。第３条は、利用者負担額の部分で

す。第４条については、利用者負担額の減免についてです。第５条として、委任です。

附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。以上で説明を終わります。

よろしくお願いします。

● 議案第１４号 知内町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第７、議案第１４号、『知内町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定

について』説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１４号、知内町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について。

知内町保育の実施に関する条例を廃止する条例を次のように制定する。

本条例につきましては、子ども子育て関連３法の施行に伴い、昨年第４回定例会におい

て、知内町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を

制定したところでありますが、本条例が本年４月から実施されることに伴い、条例を廃止

するものであります。

次のページをお開きください。知内町保育の実施に関する条例を廃止する条例。
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知内町保育の実施に関する条例（平成９年条例第１７号）は、廃止する。

附則と致しまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

以上であります。よろしくお願い致します。

● 議案１５号 保育料徴収条例を廃止する条例の制定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第８、議案第１５号、『保育料徴収条例を廃止する条例の制定について』説明

を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１５号、保育料徴収条例を廃止する条例の制定について。

保育料領収条例を廃止する条例を次のように制定する。

本条例につきましては、先ほどの議案第１３号の条例制定に伴い、廃止するものであり

ます。

次のページをお開きください。保育料徴収条例を廃止する条例。

保育料徴収条例を廃止する条例（昭和３０年条例第１５号）は、廃止する。

附則と致しまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。以上であります。

よろしくお願い致します。

● 議案第１６号 知内町立幼稚園の保育料等徴収条例を廃止する条例の制定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第９、議案第１６号、『知内町立幼稚園の保育料等徴収条例を廃止する条例の

制定について』説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１６号、知内町立幼稚園の保育料等徴収条例を廃止する条例の制定について。

知内町立幼稚園の保育料等徴収条例を廃止する条例を次のように制定する。

本条例につきましても、先ほどの議案第１３号の条例に伴い、廃止するものであります。

次のページをお開きいただきます。知内町立幼稚園の保育料等徴収条例を廃止する条例。

知内町立幼稚園の保育料等徴収条例（昭和５１年条例第２２号）を廃止する。

附則と致しまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。以上であります。

よろしくお願い致します。

● 議案第１７号 知内町介護保険条例の一部を改正する条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１０、議案第１７号、『知内町介護保険条例の一部を改正する条例について』

説明を求めます。
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生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

それでは、議案第１７号、知内町介護保険条例の一部を改正する条例について。

知内町介護保険条例の一部を次のように改正する。

予算説明資料見だし２の生活福祉課説明資料の８ページで説明致しますので、８ページ

をお開きください。第４条、保険料率ですが、平成２７年度から平成２９年度までは、現

行の６区分から９区分になり、月の保険料標準で現行４，４００円から５，３００円に改

定となっています。

次に６条の３項については、区分が９区分になることにより、字句追加及び文言の整理

です。

附則として、第１条、平成２７年４月１日から施行する。

経過措置の部分で、第２条ですけれども、第２条の経過措置については、平成２７年度

以降の年度分の保険料について適用し、平成２６年度以前の年度分の保険料については、

従前によるものです。

第３条については、介護予防、日常生活支援総合事業等にかかる経過措置ですが、要支

援者については、町が行うことになることから、体制整備の必要に鑑み、円滑を図るため、

平成２９年４月１日から行うものとするものです。

第４条から第６条については、在宅医療介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、コ

ーディネーターの廃止等ですけれども、及び認知症総合支援事業、認知症初期集中支援チ

ームの設置等についても、円滑な実施をするため、平成３０年４月１日より行うものです。

それでは、議案に戻りまして、説明します。１ページをお開きください。

知内町介護保険条例の一部を改正する条例。

知内町介護保険条例（平成１２年条例第２号）の一部を次のように改正する。

第４条を次のように改める。第４条、保険料でございます。

第６条第３項については、６区分から９区分になったためによるものです。

先ほど説明しましたので、中身は省略させていただきます。

附則について、施行日、第１条、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。以上

で説明を終わります。よろしくお願いします。

● 議案第１８号 知内町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関

する基準を定める条例の制定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１１、議案第１８号、『知内町地域包括支援センターにおける包括的支援事

業の実施に関する基準を定める条例の制定について』を説明求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１８号、知内町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基

準を定める条例の制定について。

知内町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

を次のように制定する。

本条例制定の趣旨でありますが、介護保険法の規定に基づき、地域包括支援センターが
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包括的支援事業を実施するため、地域包括支援センターの職員にかかる基準や包括的支援

事業の基本方針など、必要な基準について条例で定める必要があることから本条例を制定

するものであります。

なお、本条例は、平成２７年４月１日からの施行であります。

条例の内容につきましては、生活福祉課長から説明を致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

知内町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

について。今まで、厚生労働省令により、全国一律に定められていた地域包括支援センタ

ーが包括的支援事業を実施するための必要な基準及び指定介護予防事業に関する人員及び

運営等の基準について、市町村の条例で定めることになりました。

それでは、予算説明資料見だし２の生活福祉課説明資料１０ページで説明しますので、

１０ページをお開きください。条例と厚生労働省の基準との対照表です。条例の名称、知

内町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例。そ

れに厚生労働省の基準の名称。介護保険法第１１５条の４６第５項の厚生労働省で定める

基準。根拠法令は、介護保険法第１１５条の４６第４項、介護保険法第１１５条の４６第

５項、介護保険法施行規則第１４０条の６６によるものです。条例の公正は、第１条から

第５条までの公正となっております。第１条は、趣旨。第２条は定義。第３条は、包括的

支援事業の基本方針。第４条は、地域包括支援センターの職員にかかる基準及び当該職員

の員数。第５条、適切、公正、かつ、中立な運営の確保となっております。

それでは、議案に戻りまして、１ページをお開きください。知内町地域包括支援センタ

ーにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例。

第１条の趣旨から第５条の適切、公正、かつ、中立な運営の確保まで、説明資料で説明

しましたので、省略させていただきます。

附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。以上で説明を終わらせて

いただきます。

● 議案第１９号 知内町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める

条例の制定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１２、議案第１９号、『知内町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例の制定について』説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１９号、知内町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定につ

いて。

知内町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護
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予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を次のように制定する。

本条例制定の趣旨であります。介護保険法の規定に基づき、指定介護予防支援事業者の

指定に関し、必要な事項を定めるとともに、指定介護予防支援の事業及び基準該当介護予

防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援にかかる

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものであります。

内容につきましては、生活福祉課長から説明を致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

知内町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例ですけれども、この条例に

ついても先ほど議案第１０号で説明したとおり、市町村で条例を定めることになりました。

それでは、予算説明資料見だし２の生活福祉課説明資料の１１ページで説明しますので、

１１ページをお開きください。条例と厚生労働省の基準と対照表です。条例の名称、知内

町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例。厚生労働省の基準の名称。指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準。平成１８年３月１４日厚生労働省省令第３７号。根

拠法令は、介護保険法第５８条第１項介護保険法第５９条第１項第１号、介護保険法第１

１５条の２２第２項の第１号、介護保険法第１１５条の２４、介護保険法施行規則第１４

０条の３４の２によるものです。条例の公正は、第１章、総則から、第７章の基準該当介

護予防支援の事業に関する基準までの構成からなっており、第１条から第３４条まであり

ます。条例の条項については、第１条、趣旨。第２条、指定介護予防支援事業等の指定に

かかる申請の要件。第３条、基本方針。第４条、従業員の員数。第５条、管理。第６条、

内容及び手続の説明及び同意。第７条は、提供拒否の禁止。第８条、サービス提供困難時

の対応。第９条、受給資格等の確認。第１０条、要支援認定の申請に係る援助。第１１条、

身分を証とする書類の携行。第１２条、利用料等の受領。第１３条、保険給付の請求のた

めの証明書の交付。第１４条、指定介護予防支援の業務の委託。第１５条、法定代理受領

サービスに係る報告。第１６条、利用者に対する介護予防サービス計画の書類の交付。第

１７条、利用者に関する町への通知。第１８条、管理者の責務。第１９条、運営規程。第

２０条勤務体制の確保。第２１条、設備及び備品。第２２条、従業員の健康管理。第２３

条、掲示。第２４条、秘密保持。第２５条、広告。第２６条、介護予防サービス事業者の

利益収受の禁止等。第２７条、苦情処理。第２８条、事故発生時の対応。第２９条、会計

区分。第３０条、記録の整備。第３１条、指定介護予防支援の基本取扱い方針。第３２条、

指定介護予防支援の具体的取扱い方針。第３３条、介護予防支援の提供にあたっての留意

点。第３４条、基準該当介護予防支援の事業に関する基準からなっております。

それでは、議案に戻りまして、１ページをお開きください。知内町指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例。

第１章の総則から第７章の基準該当介護予防支援の事業に関する基準まで、説明資料で

説明しましたので、省略させていただきます。

附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。以上で説明を終わらせて

いただきます。よろしくお願いします。
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● 議案第２０号 知内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１３、議案第２０号、『知内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について』説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

議案第２０号、知内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について。

知内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を次のように改正する。

介護サービス等の基準については、地方分権一括法により介護保険法平成９年法律第１

２３号が改正されたことに伴い、厚生労働省省令の基準として各自治体が条例で定めるこ

ととされています。知内町においても、平成２５年第１回定例会において、条例について

制定となりましたが、厚生労働省省令が改正され、平成２７年４月１日より施行されるこ

とになることから、本町の条例についても改正が必要となったため、条例の一部を改正と

なるものです。主な改正点は、名称の変更、登録定員の変更、利用定員の変更、条例の項

の削除及び変更でございます。条例の名称ですけれども、現行、複合型サービスが看護小

規模多機能型居宅介護、指定複合サービス事業所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所、複合サービス従事者が看護小規模多機能型居宅介護従事者、地域密着型介護予防サー

ビスが指定地域密着型介護サービス、指定介護老人福祉施設が指定介護老人福祉施設、ま

たは、指定地域密着型介護老人福祉施設に改正するものです。登録定員の変更ですが、第

８５条の第１項及び１９４条第１項、現行２５人を２９人に改正するものです。また、利

用定員の変更につきましては、第８５条第２項及び１９４条第２項、現行１５人をそれぞ

れ登録定員によって１６人から１８人に改正するものです。

それでは、議案に戻りまして、１ページをお開きください。指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。

知内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２５年条例第５号）の一部を次のように改正する。

概要を説明致しましたので、省略をさせていただきます。なお、予算説明資料見だし２

の生活福祉課説明資料の１３ページから３７ページに新旧対照表があります。ご参照願い

たいと思います。

附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。以上で説明を終わらせて

いただきます。よろしくお願いします。

● 議案第２１号 知内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
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◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１４、議案第２１号、『知内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について』説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

議案第２１号、知内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について。

知内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を次のように改正する。

先ほど議案第２０号で説明したとおり、地方分権により介護保険法が改正されて、平成

２５年第１回定例会において、条例についても制定になりました。このことについても、

平成２７年４月１日より施行されることから、本町の条例についても、改正が必要となっ

たため、条例の一部を改正するものです。

主な改正点は、名称の変更と登録定員の変更、利用定員の変更、条例の項の削除及び変

更でございます。名称でございますけれども、現行、複合サービスが看護小規模多機能型

居宅介護に改正するものです。登録定員の変更ですが、第４７条第１項、現行２５人を２

９人に改正するものです。また、利用定員の変更についても、第４７条第２項、現行１５

人をそれぞれ登録定員によって１６から１８に改正するものです。

それでは、議案に戻りまして、１ページをお開きください。知内町指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスにかかる

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。

知内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例（平成２５年条例第６号）の一部を次のように改正する。

概要を説明致しましたので、省略させていただきます。なお、予算説明資料見だし２の

生活福祉課説明資料３８ページから４７ページに新旧対照表があります。ご参照願いたい

と思います。

附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。以上で説明を終わらせて

いただきます。よろしくお願いします。

● 議案第２２号 知内町子ども・子育て支援事業計画の策定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１５、議案第２２号、『知内町子ども・子育て支援事業計画の策定について』

説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第２２号、知内町子ども・子育て支援事業計画の策定について。

知内町子ども・子育て支援事業計画を策定したいので、地方自治法第９６条第２項及び
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知内町議会基本条例第８条の規定に基づき、議会の議決を求める。

本計画は子ども子育て関連３法の施行により、本町における幼児教育保育地域の子ども

子育て支援を総合的に推進するため策定するものであり、計画期間は、平成２７年４月か

ら平成３２年３月までの５か年の計画であります。計画の内容につきましては、生活福祉

課長から説明致しますので、よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

知内町子ども子育て支援事業計画策定については、平成２４年８月に子ども子育て支援

法、認定子ども園法の一部改正、関係法律の整備等に関する法律、いわゆる子ども子育て

３法を整備し、幼児教育保育、地域の子ども子育て支援を総合的に推進するための新制度

が平成２７年度からスタートすることになり、地方公共団体に対して、子ども子育て支援

計画が義務づけされました。本町においても、次世代育成支援計画にかわり、子ども子育

て支援のニーズを反映し、幼児期における質の高い教育、保育や、各種子ども子育て支援

事業の実施に向けて作成することとしました。策定にあたり、子ども子育て支援に関する

ニーズ調査や各種の現状、課題を把握し、日常的に子ども子育て支援に深く関わる立場に

あり、保育、教育、保健、福祉関係者からなる知内町子ども子育て会議を設置し、会議を

４回開催したところであります。計画の期間については、平成３１年度までの５か年とな

っております。計画の内容については、第１章、子ども子育て支援計画の基本的事項から

第１０章、子ども子育て支援事業計画の推進からの構成になっております。計画表につい

ては、別紙配付のとおりですけれども、内容については、２月１９日の議会全員協議会で

説明しておりますので、省略させていただきます。以上で説明を終わります。よろしくお

願いします。

● 議案第２３号 知内町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１６、議案第２３号、『知内町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策

定について』説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第２３号、知内町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について。

知内町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、第６期計画を策定したいので、地方自

治法第９６条第２項及び知内町議会基本条例第８条の規定に基づき、議会の議決を求める。

本計画は、老人福祉法及び介護保険法に基づき、本町の高齢者が健康で生きがいを持ち、

安心していつまでも住み慣れた地域で暮らすことができるように必要なサービスの提供体

制の整備や取り組むべき方策等について定めるものであり、計画期間は、平成２７年４月

から平成３０年３月までの３か年の計画であります。計画の内容につきましては、生活福

祉課長より説明を致します。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）
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第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定については、平成１２年に介護保

険制度が施行され、高齢者人口も年々増加の傾向にあります。団塊の世代が後期高齢者と

なる平成３７年には、本町においても増加する見込みであり、ひとり暮らし高齢者や高齢

者世帯のみ、さらには認知症である方が増加することも見込まれます。このような状況を

踏まえ、知内町の高齢者が健康で生きがいを持ち、安心していつまでも住み慣れた地域で

暮らせるよう、一人一人が笑顔があふれ、心豊かで温もりのある町を目指し、必要なサー

ビス提供体制の整備や取り組むべき方策をこの度、第６期知内町高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画により展開を図ろうとするものです。策定にあたり、介護保険運営協議会

を３回開催し、検討を重ねてきたところであります。本計画は、老人福祉法第２０条の８

及び介護保険法第１１７条に基づき策定するものです。計画の期間は、平成２７年度から

平成２９年度までの３か年とします。また、３か年の介護保険費の費用額を算出した結果、

介護保険料を平成２６年度まで月額で４，４００円を平成２７年度より月額標準で５，３

００円に改定するものです。計画の構成については、第１章の計画の基本事項から第９章

の計画の推進に向けてまでの構成になっております。計画書は、別紙配付のとおりでござ

いますけれども、内容については、２月１９日の議会全員協議会で説明をしておりますの

で、省略をさせていただきます。以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

● 議案第２４号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１７、議案第２４号、『地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について』説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第２４号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例を次のように制定する。

本条例制定の趣旨につきましては、地方教育行政の責任の明確化、総合教育会議の設置、

大綱の策定など、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正されたことに伴

い、関係条例の整理が必要となったことから条例制定するものであり、一部、経過措置の

条文を除き、本年４月１日からの施行であります。条例の内容につきましては、総務企画

課長より説明致します。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

それでは、説明は資料で行いますので、見だしナンバー５、教育委員会関係の１ページ

をお開きいただきたいと思います。見だしナンバー５の教育委員会関係の１ページです。

今回の条例改正は、今、説明致しました趣旨でございます。それで、改正の概要でありま

すが、１から４番まであります。それで、まず、１点目が教育行政の責任の明確化であり、

現在の教育委員長と教育長を一本化した新たな教育長を置くこと、それと、その教育長は、
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首長が議会の同意を得て任命することになります。また、新たな教育長は、特別職になり

ます。２点目と致しまして、首長が新たに首長と教育委員会からなる総合教育会議を設置

し、施策の大綱を策定し、教育行政を進めることであります。３点目は、国の関与の見直

しであり、いじめによる自殺の防止等、緊急の必要がある場合、文部科学大臣が教育委員

会に対し、指示できることを明確化したものであります。４点目は、その他として、現在

の教育長は、教育委員としての任期満了までは、従前の例により在職するものであるとい

うことであります。この法律改正によりまして、議案に記載のとおり、知内町職員定数条

例ほか７条例を一部改正し、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止

するための条例であります。なお、総務企画課資料の１９ページから２８ページまで新旧

対照表を掲載してございますので、参照いただきたいと思います。

議案の３ページに戻っていただきたいと思います。

附則と致しまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

第２項以降は、教育長の任期満了までの経過措置について規定しております。以上で説

明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

● 議案第２５号 知内町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の

特例に関する条例の制定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１８、議案第２５号、『知内町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職

務専念義務の特例に関する条例の制定について』説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第２５号、知内町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に

関する条例の制定について。

知内町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例を次

のとおり制定する。

本条例制定の趣旨につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が

改正されたことに伴い、教育長の勤務時間、休日及び休暇や職務の専念する義務の免除等

について定めるためのものであり、本年４月１日からの施行であります。

条例の内容につきましては、総務企画課長より説明を致します。よろしくお願い致しま

す。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

それでは、条例の説明を致します。今回の条例につきましては、先ほどの議案第２４号

の条例で廃止した教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例にかわり、新たに

教育長の勤務時間等について定めるための条例であります。

附則と致しまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

第２項は、経過措置についての規定でございます。以上で説明を終わらせていただきま

す。
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● 議案第２６号 知内町民プール管理運営条例の一部を改正する条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１９、議案第２６号、『知内町民プール管理運営条例の一部を改正する条例

について』説明を求めます。

教育委員会次長。

◎ 教育次長（福井誠一郎）

議案第２６号、知内町民プール管理運営条例の一部を改正する条例について。

知内町民プール管理運営条例の一部を次のように改正する。

次のページです。知内町民プール管理運営条例の一部を改正する条例。

知内町民プール管理運営条例（昭和４８年条例第１４号）の一部を次のように改正する。

４条を５条とし、３条の次に次の１条を加えるということで、今回、使用料について付

け加えさせてもらいました。別表の中で、中学生以下、高校生、町内に住所を有する高校

生と知内高校生及び６５歳以上の町内在住者については、使用料を無料とする。それと、

町内以外に住んでいる高校生につきましては、１日券２００円、高校生以上６５歳以下の

方については、１日券３００円とするということで、回数券につきましては、大人の方は

７，５００円、町外在住の高校生につきましては５，０００円とするものでございます。

附則と致しまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。以上でございます。

● 議案第２７号 知内町健康保養センターに係る指定管理者の指定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２０、議案第２７号、『知内町健康保養センターに係る指定管理者の指定に

ついて』説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

議案第２７号、知内町健康保養センターに係る指定管理者の指定について。

地方自治法第２４４条の２第６項及び知内町公の施設にかかる指定管理者の指定手続等

に関する条例第３条の規定に基づき、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の

議決を求める。

今回の指定につきましては、指定期間満了に伴い、新たに３年間指定するための提案で

あります。

記と致しまして、公の施設の名称、知内町健康保養センター。指定管理者の名称、株式

会社スリーエス。指定期間、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで。以上で

説明を終わります。よろしくお願い致します。

● 議案第２８号 知内町青少年交流センターに係る指定管理者の指定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２１、議案第２８号、『知内町青少年交流センターに係る指定管理者の指定
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について』説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

議案第２８号、知内町青少年交流センターに係る指定管理者の指定について。

地方自治法第２４４条の２第６項及び知内町公の施設にかかる指定管理者の指定手続等

に関する条例第３条の規定に基づき、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の

議決を求める。

今回の指定は、指定期間満了に伴い、新たに３年間指定するための提案であります。

記と致しまして、公の施設の名称、知内町青少年交流センター。指定管理者の名称、株

式会社スリーエス。指定期間、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで。以上

で説明を終わります。よろしくお願い致します。

● 議案第２９号 平成２７年度知内町一般会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２２、議案第２９号、『平成２７年度知内町一般会計予算について』説明を

求めます。

本件は、はじめに平成２７年度一般会計予算の編成について、副町長から説明を求め、

その後、歳出から款毎に順次担当課長より説明を求めます。

最初に平成２７年度一般会計予算の編成について、副町長から説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

それでは、お手元の平成２７年度一般会計予算の編成について説明をさせていただきま

す。はじめに、予算編成の基本的な考え方について、ご説明を申し上げます。

我が国の経済情勢は、緩やかな回復基調が続いており、雇用、所得環境の改善が見られ

る中で、各種政策の効果により、更なる回復が期待されているところですが、地方におい

ては、依然としてそれを実感するに至っていない状況であります。国では、平成２７年度

予算の概算要求において、中期財政計画に沿って前々年度予算から引き続き、民需主導の

経済成長と財政健全化に向けた目標の双方達成を目指し、メリハリの付いた予算とするた

め、施策の優先順位を洗い出し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化

するよう進めています。具体的には、年金、医療等の自然増への対応、地方交付税交付金

等の中・長期財政計画との整合性の確保。事務的経費の抑制と抜本的な見直しのもとで、

基礎的な維持、東日本大震災の復興対応、裁量的経費の圧縮などを行い、その一方で、予

算の重点化を進めるために、新しい日本のための優先課題推進を設け、これらに該当する

経費について、上乗せを進めることとしています。財源となる消費税については、税制抜

本改革法に基づき、消費税率の二段階引上げを予定していますが、景気条項に則って判断

することとしているなかで、年金、医療、介護及び子育ての社会保障の更なる充実、地方

への好循環拡大に向けて、日本の人口の現状と将来の姿を示し、今後、目指すべき将来の

方向を提示する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」を実現するための総合戦略など、

今後の動向については、常に注視していく必要があります。

こうした状況の中、当町においては、財政の健全化を図ることで実質公債費比率につい

ては、平成２５年度決算で１５．９％となり、基金残高は平成２６年度決算見込みで、３
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２億５，２８２万７千円であり、財政状況の改善が伺えるところであります。今後におい

ても、楽観視することなく、更なる財政の健全性を高めるために、なお一層の効率的な予

算編成に努めてまいります。

平成２７年度予算を編成するにあたり、歳出面では、１として、普通建設事業でありま

す。補助事業費については、当初予算計上分では、社会保障税番号制度にかかる総合行政

システム改修事業、産地水産業強化支援、さけ・ますふ化場河川水取水施設整備事業、知

内町橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁点検委託事業、新知内橋ほか３橋の補修調査委

託事業、涌元小学校スクールバス更新事業などにより、前年当初に比べ、４，８５４万９

千円の増となっております。

年度間においては、知内町公営住宅等長寿命化計画に基づく、アカシヤ・紅葉団地の住

環境の改善事業、同じくサクラ団地解体工事などの予算計上を予定しております。

単独事業費については、消防救急デジタル無線整備事業、スポーツセンター等耐震改修

工事、６町による戸籍システム電算共同運用事業、複合施設周辺舗装整備、平成２６年度

からの２か年事業の庁舎照明ＬＥＤ化事業、湯ノ里小学校複合施設化事業、矢越山荘管理

運営事業、公有財産台帳整備業務委託、湯の里保育所解体工事、知内中学校トイレ環境整

備事業などですが、前年度当初に比べ、２億４，３６３万７千円の減となっており、年度

間においては、物産館大規模改修にかかる基本実施設計委託費及び工事費、除雪機格納庫

建設設計業務及び建設事業、青函トンネル展望テラス整備事業、知内高校校舎外壁タイル

面打診調査委託事業、中央公民館外壁タイル面打診調査委託事業、移住促進住宅解体工事

など、年度間の普通建設単独事業としては、１億６９７万９千円の予算計上を予定してお

ります。

２と致しまして、公債費であります。前年度当初比で２１２万円の減少となっています。

要因としては、平成２４年度借入れの庁舎耐震改修整備にかかる緊急防災減災事業債、平

成２３年度借入れのスクールバス更新事業にかかる過疎債及び臨時財政対策債の元金償還

の返しにより元金で６６１万２千円の増加となっていますが、平成元年借入れの義務教育

債等の償還終了により、支払利息が８７３万２千円の減となったことに伴い、公債費総額

では減少しております。

今後も地方財政措置率の高い、辺地債・過疎債の活用による町財政の負担軽減と公債費

の抑制を念頭におきながら、起債の発行に努めてまいります。

一方、歳入面では普通交付税を試算するにあたり、地方財政計画を基本とした上で、当

町の特殊事情を考慮して、予算を計上致しました。

具体的には、基準財政収入額は、固定資産税償却資産分で１，１００万１千円の減、町

民税で１，４９５万９千円の減などに対し、地方消費税交付金の２千万円増などの要因か

ら前年比で３００万円の減となっております。基準財政需要額のうち、公債費、事業費補

正を含むでありますが、２，２０７万８千円の減、地域経済雇用等対策費においては、国

のマクロベースで２９．３％の減となっていますが、地方においては、それ以上の減額が

見込まれていることから、当町においては、４，５２４万９千円の減などにより、人口減

少等特別対策事業費で２，５４７万２千円の増などにより、国の交付税総額で前年比０．

１兆円減に対し、当町における普通交付税は１８億１，１１０万円、特別交付税を１億４

千万円、臨時財政対策債を１億３，５００万円と試算致しました。

以上、平成２７年度予算編成の概要についてご説明致しましたが、当初予算規模では前

年度当初比で３，９７８万円の減の３９億２，４２２万円となっております。これに補正

予算計上予定額を含めた見込みでは前年度比２億２２２万７千円減の４０億９，２０２万
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５千円となっております。

なお、主な事業につきましては、平成２７年度予定事業調資料を参照願います。

平成２７年度年度間財政規模の概要であります。

１として、総額では４０億９，２０２万５千円、うち当初計上額は３９億２，４２２万

円、前年当初比で３，９７８万円の減であります。

２番として、歳入であります。（１）町税、総額で６億４，９１５万２千円、前年当初

比で２，８０８万７千円の減であります。町民税は１億６，６４０万１千円、うち個人町

民税１億３，９２９万円、固定資産税は４億２，６６８万９千円であります。

（２）地方交付税は、総額で１９億５，１１０万円、うち当初計上額１９億５，１１０

万円、うち当初計上額１９億１，０４９万５千円で、前年当初比１，８８８万５千円の減

であります。

（３）国庫支出金であります。総額２億５４３万２千円、うち当初計上額１億９，６４

３万１千円で、前年当初比４，２１４万２千円の増であります。主な計上額でありますが、

障害者等福祉費負担金４，７００万円。児童手当負担金４，５２２万６千円。産地水産業

強化支援事業３，８５８万３千円。社会資本整備総合交付金。橋梁長寿命化補修事業２，

０２８万円。公営住宅等長寿命化改善事業追加分であります。９００万円。保育所運営費

負担金１，９２４万円。社会保障税番号制度システム整備補助金７７９万８千円。インク

ルーシブ教育システム構築モデル事業委託金５０８万２千円。公立高等学校授業料不徴収

交付金４３４万２千円。

（４）道支出金であります。総額１億８，７９９万２千円、うち当初計上額１億７，３

５９万２千円で、前年当初費１億２，３７５万円の減であります。主な計上額と致しまし

て、保険基盤安定制度負担金３，７００万９千円。障害者等福祉負担金２，３５０万円。

児童手当負担金１，００５万７千円。重度・ひとり親家庭・乳幼児医療費補助金９６７万

７千円。保育所運営費負担金９６１万９千円。農林水産業費関係補助金、追加分を含めて

でありますが、６，３２３万８千円。電源立地地域対策交付金、追加分を含めてでありま

す。１，０１２万４千円であります。

（５）繰入金であります。総額３億５，１８７万３千円で、当初計上額は３億４，４７

７万３千円であり、前年当初比１億７，３２１万８千円の増となっております。主な計上

額につきましては、教育振興基金繰入２，４４０万円。ふるさと創生事業基金繰入１，２

５０万円。農林漁業振興基金繰入４，２２８万９千円。下水道事業整備促進基金繰入１，

２００万円。地域福祉基金繰入金７８３万円。公共施設等整備基金繰入、追加分を含めて

であります。７，２８５万円、財政調整基金繰入１億８千万円であります。

（６）町債であります。総額４億４，７７０万円、うち当初計上額３億５，４９０万円

で、前年当初比１億１７０万円の減であります。主な計上額につきましては、臨時財政対

策債１億３，５００万円。除雪機械等整備事業債、追加分を含めて、２，７５０万円。教

育福祉施設等整備事業債１，７９０万円。消防施設整備事業債１，３５０万円。公有林整

備事業債５６０万円。緊急防災減災事業債、消防緊急デジタル無線整備事業８千万円。ス

ポーツセンター等耐震改修工事４，９９０万円。辺地対策事業債２００万円。物産館整備

事業債追加分を含めてであります。５，４９０万円。観光施設整備事業債、これも追加分

であります。１千万円であります。更に過疎地域自立促進特別事業債、追加分を含めてで

あります。５，２００万円。うち子ども医療費拡大助成事業１，０５０万円。橋梁長寿命

化補修事業８３０万円。橋梁点検委託事業２４０万円。知内ダム管理費７７０万円。浄化

槽設置整備事業６１０万円。地域材活動住宅助成事業５００万円。物産館大規模改修事業、
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基本設計委託、追加分であります。２５０万円。湯ノ里、ハマナス、漁家団地、居住促進

事業２２０万円。知内高校アカデミック講習事業１９０万円。子育て支援交付金事業１７

０万円。新規高卒者等雇用奨励助成１５０万円。カキＶＳニラまつり実行委員会助成１３

０万円。知内高校各種検定料助成事業９０万円であります。

３として、歳出であります。（１）人件費。給与各種報酬等であります。当初予算計上

額８億３４６万３千円で、前年当初費１７８万円の減であります。歳出のうち、義務的な

経費である人件費については、再任用制度の導入や職員交流、派遣などを踏まえた中で、

これまでと同様に適正な定員配置に努めてまいります。なお、２７年度においては、退職

者２名に対し、新規採用５名を予定しております。人件費の減については、職員の退職に

伴う減が主な要因となっております。

（２）一般行政経費。一般行政経費は、これまでも経費全般にわたる節減合理化に努力

して参りました。しかし、物件費については、国内外の経済情勢等からの物価上昇による

負担増に加え、電気料の増、補助費については、渡島西部広域事務組合負担金、新たに戸

籍システム電算化共同運用負担金、道南ドクターヘリ運航経費負担金等の増により、昨年

度に比べ増加している状況にあります。

アとして、物件費であります。当初予算計上額６億３，６５４万３千円、前年当初比４，

２１９万２千円の増。イの維持補修費であります。６，１５８万２千円、前年当初比３８

５万８千円の増。ウ、扶助費であります。当初予算計上額２億６，３４０万６千円、前年

当初比８９０万５千円の増。エの補助費であります。当初予算計上額６億５，８９１万４

千円、前年当初比１億７０９万円の増。

以下、款別予算計上の主な内容は、次のとおりであります。２款総務費、総額５億１，

６４２万３千円、当初計上４億９，１１２万３千円で前年当初比２億６５１万円の減であ

ります。主な計上事業費は、複合施設周辺舗装整備３，３７０万円。庁舎照明ＬＥＤ化事

業１，８２０万円。社会保障税番号制度にかかる総合システム改修事業１，０４０万円。

矢越山荘管理運営事業９９１万２千円。大型車両庫屋根補修工事６０５万円。

３款民生費であります。総額５億７，４３６万９千円。当初計上額５億７，２７１万９

千円で、前年当初費４１９万９千円の増であります。主な計上事業費は、社会福祉総務費

７，２２７万５千円。老人福祉費９，３２７万６千円。心身障害者特別対策及び母子等福

祉費１億１，８１４万９千円。介護保険費９，９７４万４千円。児童措置費、保育園児童

手当であります。１億２，７５９万８千円。

４款の衛生費であります。総額２億７，７０２万４千円、当初同額計上であります。前

年初費で１，２９０万２千円の増となっております。主な計上事業費は、各種検診等予防

費で２，９８５万４千円。湯の里診療所管理運営費１，４０１万４千円。保健医療総合セ

ンター管理費１，０１２万８千円。清掃費負担金、渡島西部広域事務組合、渡島廃棄物処

理広域連合であります。１億４，１９７万４千円となっております。

５款労働費、総額１７４万４千円で、当初予算同額計上であります。前年当初比２千円

の減となっております。主な計上事業費は知内町新規高卒者等雇用奨励助成１５０万円で

あります。

６款農林水産業費、総額３億２，１４９万５千円、当初計上額３億４６９万５千円で、

前年当初比３，９０９万９千円の増となっております。主な計上事業費は、国営土地改良

事業償還金で４，７２３万３千円。多面的機能支払交付金事業２，２７０万５千円。知内

ダム管理事業１，３５０万９千円。町有林整備事業１，５００万円。さけ・ますふ化場河

川水取水施設整備５，７８７万４千円、地域づくり総合交付金事業養殖漁場整備、塩蔵ワ
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カメ製造機器導入事業であります。１，８４３万円。

７款商工費であります。総額１億４，６９９万６千円、うち当初計上額７，２５９万６

千円で、前年当初比１，００４万５千円で、前年当初費１，００４万１千円の減となって

おります。主な計上事業費でございますが、物産館大規模改修事業基本実施設計委託、追

加分であります。７４０万円。同じく物産館大規模改修工事、追加分であります。５千万

円。こもれび温泉管理運営業務委託１，７４８万６千円。青函トンネル展望テラス、追加

分であります。１千万円。雇用担い手対策事業３００万円。地域資源利用魅力向上事業、

追加分であります。２００万円となっております。

８款土木費、総額３億４，９４２万円、当初計上額３億４４２万２千円で、前年当初比

１，４５２万１千円の減となっております。主な計上事業費は、公共下水道事業特別会計

繰出１億６，６６８万円、農業集落排水事業特別会計繰出２，１９７万６千円、橋梁長寿

命化補修事業新知内橋ほか３橋２，４２０万円、橋梁点検委託尾出橋ほか６橋、７００万

円、浄化槽設置整備事業７００万円、除雪機格納庫整備事業、追加分であります。２，６

０４万８千円。社会資本整備総合交付金事業、追加分であります。アカシヤ・紅葉団地居

住環境改善１，５７５万円、サクラ団地解体工事３２０万円となっております。

９款消防費、総額２億９，５８２万３千円で当初予算同額計上であります。前年当初比

４，８３４万２千円の増となっております。主な計上事業費としては、消防救急デジタル

無線整備事業８，０１３万５千円。防火水槽新設工事９３５万円。消火栓更新新設工事４

２５万６千円となっております。

１０款の教育費であります。総額８億１，０７６万５千円、当初計上額８億６１０万８

千円となっており、前年当初比で８，５７５万７千円の増となっております。主な計上事

業費は、スポーツセンター等耐震改修工事４，７１８万円。スポーツセンター等耐震改修

工事管理業務委託２８０万円。湯ノ里小学校複合施設化事業１，７９７万円。特別支援教

育支援事業で１，５５０万１千円。知内高校バス通学生徒交通費助成事業１，１１２万６

千円。知内中学校トイレ環境整備事業５００万円。知内中学校ＩＣＴ教育環境整備事業４

７０万円。

１２款公債費であります。総額７億２，４２６万９千円で、当初予算同額計上でありま

す。前年当初費２１２万円の減となっております。

以上、平成２７年度の予算編成の基本的な考え方について説明をさせていただきました。

よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

次に歳出から款毎に順次担当課長より説明を求めます。

１款議会費、２款総務費、７款商工費の４目公園管理費、８款土木費の１目住宅管理費、

９款消防費、１２款公債費及び１３款予備費については、総務企画課長。

次に３款民生費及び４款衛生費は、生活福祉課長。

次に５款労働費、６款農林水産業費及び７款商工費は、産業振興課長。

次に８款土木費及び１１款災害復旧費は、建設水道課長。

次に１０款教育費は、教育次長。この順で行います。

まず、最初に議案について、副町長から説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第２９号、平成２７年度知内町一般会計予算について。

平成２７年度知内町一般会計予算は、次に定めるところによる。
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第１条、歳入歳出予算であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３９億２，

４２２万円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分毎の金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。

第２条、地方債であります。地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことが

できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方

債」による。

第３条、一時借入金であります。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借

入金の借入れの最高額は、５億円と定める。

第４条、歳出予算の流用であります。地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定によ

り、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第１号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費にかかる予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

このあと、各課長から予算の内容について説明をさせていただきます。よろしくお願い

致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

それでは、９１ページをお開きいただきたいと思います。１款１項１目議会費７，０６

５万２千円。前年比３３１万円の増であります。主な要因につきましては、７節共済費の

議員共済負担金の率改定に伴う増と次のページの１８節備品購入費の移動式音響システム

購入にかかる増によるものであります。

次のページです。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に１億７，７４２万７

千円。前年比７８０万８千円の減であります。主な要因につきましては、職員の異動に伴

い、２節給料から４節共済費までの人件費の減、７節賃金の臨時職員賃金の減、１３節、

次のページになりますが、１３節委託料で、番号制度にかかる総合行政システム改修委託

料１，０４０万円の増、１４節使用料及び賃借料及び賃借料の財務会計システム及び総合

行政システム利用料の増によるものであります。なお、総合行政システム改修委託料につ

きましては、総務企画課資料４０ページに資料を掲載してございますので、後ほどご参照

いただきたいと思います。

それでは、次のページです。２目会計管理費５３万円で、前年同額となってございます。

次のページです。３目財産管理費９，７２５万９千円、前年比２億４，６７３万３千円

の減であります。主な要因は、１３節委託料で、昨年の木質バイオマスボイラー施設と建

設工事管理委託、それから、庁舎受電設備改修設計委託料の減、それと、公有財産台帳整

備業務委託料、それから、矢越山荘管理委託料の増によるものと、それから１５節工事請

負費で、昨年の木質バイオマスボイラー施設等建設工事費２億４，５００万円の減と今回

のプール複合施設周辺舗装整備工事、除雪車車庫屋根補修工事費の増、それから、１８節

備品購入費で、昨年の木質資源貯蔵施設機器購入費６，４００万円の減と今回の矢越山荘

備品購入費７００万円の増によるものであります。なお、矢越山荘購入予定の備品につき

ましては、総務企画課関係予算説明資料の１０ページに掲載してございますので、ご参照

いただきたいと思います。

次のページです。４目財政調整基金費７７１万２千円、前年比７万円の減であります。

減債基金積立金から公共施設等整備基金積立金までの積立金利子等を計上してございま
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す。

次のページです。５目公平委員会費９千円で、前年同額の計上でございます。

次のページ、６目企画総務費１，３１７万９千円、前年比１万５千円の増で、大きく変

わるものではございません。

次のページです。７目計画調査費８０５万８千円、前年比７９０万３千円の増でありま

す。要因は平成２８年度からの新たなまちづくり総合計画策定にかかる経費の増によるも

のであります。

次のページ、８目広報費２３０万１千円、前年比３３万６千円の増であります。要因は、

原材料費アップによる広報費の印刷費の増によるものであります。

次のページです。９目交通安全対策費４２９万６千円で、前年比１８万８千円の増であ

ります。要因は、交通安全車の車検整備費の増によるものであります。

次のページ、１０目公害対策費３８３万２千円、前年比３３万円の減であります。要因

は、昨年の公害監視車の車検整備費、タイヤ購入費の減によるものであります。

次のページです。１１目地域会館管理費１，０８２万３千円、前年比１，４４２万１千

円の減であります。要因につきましては、昨年の前浜及び渡島知内町内会館の改修費が減

になったものであります。

次のページ、１２目自治振興費２，８７２万９千円、前年比２５２万６千円の増であり

ます。主な要因は、１１節需用費のふるさと納税謝礼特産品購入費１２０万円、防犯灯移

設費２３７万４千円、１３節委託料の町制施行５０周年記念映像撮影委託料２１６万円。

１９節負担金補助及び交付金の湯ノ里・ハマナス団地等空家居住促進事業助成金２２５万

４千円の増、同じくコミュニティ整備事業助成金が昨年に比べ減になっているものであり

ます。なお、コミュニティ整備事業につきましては、総務企画課関係３２ページに資料を

掲載してございますので、後ほどご参照をいただきたいと思います。

次のページです。１３目職員厚生管理費１７３万４千円。前年比２０万１千円の減であ

ります。要因は、職員総合検診の人間ドック対象者の減によるものであります。

次のページです。１４目マイクロバス運営費１４１万円、前年同額の計上でございます。

次のページ１５目諸費５０万円、同じく前年同額の計上でございます。

次のページ、２項町税費、１目税務総務費３，９７１万９千円、前年比４９１万４千円

で減であります。主な要因につきましては、職員の異動に伴う２節給料から４節共済費ま

での減によるものであります。

次に２目賦課徴収費１，１０３万円、前年比１４５万４千円の増であります。主な要因

につきましては、１３節委託料で昨年の総合行政システム保守委託料が減になったことと、

昨年の固定資産税評価変え業務委託料が減になったものです。また、１４節使用料及び賃

借料のクラウド化に伴う、総合行政システム利用料の増による差引き増によるものであり

ます。

次のページです。３項１目戸籍住民登録費６，３０５万６千円、前年比４，７３９万１

千円の増であります。要因につきましては、１３節委託料の戸籍システム共同運用導入委

託料３，８８６万４千円。１９節負担金補助及び交付金の戸籍システム共同運用負担金７

４２万６千円の増によるものであります。

次に４項選挙費、１目選挙管理委員会費１１７万７千円、前年比大きく変わるものでは

ございません。次に２目北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙費６０６万３千円、前年

比同額の増であります。本年度実施予定の経費を計上したものでございます。

次に３目知内土地改良区総代選挙費１０７万７千円の計上で、今年度実施予定の経費を
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計上したものでございます。

次に４目知内町議会議員選挙費６６６万８千円の計上で、今年度実施予定の経費を計上

したものでございます。

次のページです。５目農業委員会選挙費、それから、次のページ、６目知内町長選挙費

につきましては、今年度の計上はございません。

次に５項統計調査費、１目人口農林商工教育統計調査費３２１万２千円で、前年比２２

３万６千円の増であります。要因は今年度実施される国勢調査にかかる経費の増によるも

のであります。

次に６項１目監査委員費１３２万２千円、前年比１８万４千円の増でありますが、要因

は研修旅費の増によるものであります。

次に１６６ページをお開きいただきたいと思います。１６６ページ、７款１項商工費、

４目公園管理費２６８万２千円、前年比２５万４千円の増であります。要因は１３節委託

料の一般管理業務委託料で合同納骨塚管理業務の増によるものが要因となってございま

す。

次に１７６ページをお開きいただきたいと思います。１７６ページ、８款土木費、４項

住宅費、１目住宅管理費４３８万４千円、前年比１０６万９千円の減であります。要因に

つきましては、１５節工事請負費で昨年のスミレ団地給油配管改修工事がなくなったこと

による減であります。

次のページです。９款１項１目消防費２億９，０７８万９千円、前年比５，９４４万８

千円の増であります。要因につきましては、消防救急デジタル無線整備負担金７，９００

万１千円。それと、昨年の高規格救急自動車購入費２，９４１万１千円の減によるものが

要因になってございます。

次のページです。２目災害対策費５０３万４千円。前年比１，１１０万６千円の減であ

ります。主な要因は、昨年の１５節工事請負費の防災行政無線等移設工事費１，１００万

円の減によるものであります。

次に２１１ページをお開きいただきたいと思います。２１１ページ、１２款１項公債費、

１目元金６億５，８９６万１千円。前年比６６１万２千円の増であります。本年度起債償

還にかかる元金として計上してございます。

次のページです。２目利子６，５３０万８千円。前年比８７３万２千円の減であります。

同じく本年度起債償還にかかる利子としての計上でございます。

次のページ、１３款１項１目予備費３００万円の計上で、前年同額の計上であります。

以上で総務企画課関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

続いて、生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

１２５ページをお開きください。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費７，

２２７万５千円の計上で、前年度対比３１４万７千円の増額であります。内訳につきまし

ては、２節給料から４節共済費の人件費で職員の人事異動により、２９７万３千円の増。

負担金補助及び交付金、北海道身障スポーツ大会負担金７万６千円の減。２８節繰出金、

国民健康保険特別会計繰出金１８万３千円の増が主なものです。

続きまして、１２７ページ、国民年金費７万９千円の計上で、前年対比１万２千円の増

額であります。内訳につきましては、１４節使用料及び賃借料の総合行政システム利用料

１万２千円の増です。
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１２８ページ、３目老人福祉費９，３２７万６千円の計上で、前年度対比１，８９７万

１千円の減額であります。内訳につきましては、７節賃金１０万９千円の減。８節報償費、

高齢者の集いの講演料１５万円の増。１１節需用費４３万３千円の減。主なものは、高齢

者の集いの３０万４千円の減。在宅福祉サービス車１５万円の減です。それから、シルバ

ースポーツ大会については５万３千円の増。１３節委託料、高齢者等緊急一時保護事業費

に６万円の増。１４節温泉施設入浴優待使用料について、対象年齢引下げにより８０万円

の増。１９節負担金補助及び交付金１，７７３万９千円の減。主なものは、高齢者等屋根

雪下ろし事業助成の３０万円の減。渡島養護老人ホーム改築負担金２２万４千円の減。北

海道後期高齢者医療広域連合負担金１，７２１万５千円の減。２８節後期高齢者医療特別

会計繰出金１７４万３千円の減が主なものです。

続きまして、１３０ページです。４目心身障害者特別対策及び母子等福祉費１億１，８

１４万９千円の計上で、前年度対比７４７万３千円の増額であります。内訳につきまして

は、７節賃金子ども発達支援事業保育士賃金等で２１４万８千円の増。９節旅費、子ども

発達支援事業に伴う職員の研修等で２７万８千円の増。１１節需用費、子ども発達支援事

業研修会負担金等で７万４千円増。１３節委託料、子ども発達支援事業委託料１４万７千

円の減。１４節使用料及び賃借料、総合行政システム利用料で４８万円の増。２０節扶助

費、障害者介護給付訓練等給付費で６００万円の増。障害者介護医療費１００万円の減が

主なものです。

続きまして、５目介護保険費９，９７４万４千円の計上で、前年度対比５０２万６千円

の増額であります。内訳につきましては、１９節負担金補助及び交付金、介護ヘルパー養

成講座受講料助成で５０万円の増。２８節繰出金の介護保険特別会計繰出金の増が主なも

のです。

１３３ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費２，３２９万円の計上で、前年度

対比６４万円の増額であります。内訳につきましては、１４節使用料及び賃借料、総合行

政システム利用料６６万１千円の増額が主なものです。

１３４ページ、２目児童措置費１億２，７５９万８千円の計上で、前年度対比６７万２

千円の減額になります。内訳につきましては、１１節需用費、学童保育事業関係で２６万

６千円の増額。１２節役務費８万７千円の増。１３節委託料で２１６万１千円の減。１４

節使用料及び賃借料、総合行政システム利用料として２８万６千円の増。１８節備品購入、

学童保育の備品ということで８２万５千円の増が主なものです。

３目児童福祉施設費３，７９５万８千円の計上で、前年度対比７５４万４千円の増額で

あります。内訳につきましては、２節給料から４節共済費で２２万４千円の増。７節賃金、

支援保育士１７６万４千円の増。１５節工事請負費、湯の里保育所解体工事に５５０万円

の増。１８節備品購入で１５万２千円の減が主なものです。

続きまして、１３７ページ、３項災害救助費、１目災害救助費に３５万円の計上で、前

年度同額です。

１３８ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費に４，６１２万１千

円の計上で、前年度対比１８０万５千円の減額であります。内訳につきましては、２節給

料から４節共済費で３０９万３千円の減額。１９節負担金補助及び交付金でドクターヘリ

運航経費負担金１２８万９千円の増が主なものです。

２目予防費２，９８５万４千円の計上で、５万円の減額であります。内訳につきまして

は、７節賃金、代替保健師賃金で２０万円の増。９節旅費で１万７千円の減。１２節役務

費、住民総合健診等で５１万７千円の減。１３節委託料、生活習慣病検診委託料で１１万
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５千円の増が主なものです。

続きまして、１４１ページ、３目環境衛生費で７８６万９千円の計上で、前年度対比３

９万７千円の減額であります。内訳につきましては、７節賃金、蜂巣駆除等賃金で３７万

７千円の減。１１節需用費、修繕費１９万６千円の減。１３節委託料、蜂巣駆除委託料で

９６万３千円の増。合同納骨塚委託料に３万円の増。１９節負担金補助及び交付金、木古

内火葬場利用料負担金として４２万１千円の減額が主なものです。

１４２ページ、４目診療所費１，４０１万４千円の計上で、前年度対比８万２千円の減

額であります。内訳につきましては、７節賃金の５万４千円の減。１２節役務費２万円の

減が主なものです。

５目保健医療総合センター管理費１，０１２万８千円の計上で、前年度対比２８万１千

円の増額であります。内訳につきましては、７節給料１９万１千円の減額。１１節需用費、

光熱水費、修繕費等で８０万円の増。１３節委託料６万５千円の減。１４節使用料及び賃

借料については、行政システム利用料等で６２万円の増。１６節原材料、１８節備品購入

費、合わせて８７万１千円の減額が主なものです。

２項清掃費、１目清掃費１億６，７５７万６千円の計上で、前年度対比１，４１９万８

千円の増額であります。内訳につきましては、１１節需用費４３万３千円の増。１３節委

託料で７３万２千円の減。１９節負担金補助及び交付金で、渡島西部広域事務組合負担金

１，３５６万２千円の増。渡島廃棄物処理広域連合負担金９１万９千円の増が主なもので

す。

３項上水道費、１目上水道費１４６万２千円の計上で、前年度対比７５万７千円の増額

であります。内訳につきましては、２８節繰出金７５万７千円の増額です。以上でござい

ます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明の途中でありますが、暫時休憩します。

再開は２時５５分とします。

（ 休憩 ２時４１分 ）

（ 再開 ２時５５分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

それでは、続いて、産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

１４６ページをお開きください。５款１項１目労働費に１７４万４千円を計上。前年度

対比２千円の減で、内容は大きく変わっておりません。

次に１４７ページ、６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費に５５１万５千

円を計上。前年度対比１４８万３千円の増で、主な要因は、９節旅費で委員の研修旅費の

増によるものと１３節委託料で、農地地図情報処理システムが農地台帳と連携が図られる

よう改修するための委託料の増です。

次に１４８ページ、２目農業総務費に２，９２０万４千円を計上。前年度対比４０５万

６千円の減で、主な要因は２節給料から４節共済費まで人件費の減です。

次に１４９ページ、３目農業振興費に８，６５９万４千円を計上。前年度対比１５８万

９千円の増で、主な要因は１９節負担金補助及び交付金で、多面的機能支払交付金２，２

７０万５千円の増と２３節償還金利子及び割引料で、ダム償還金１，９６６万２千円の減

によるものです。



- 28 -

次に１５１ページ、４目農地費に９６２万円を計上。前年度対比１０３万９千円の増で、

主な要因は、１９節負担金補助及び交付金で、食料供給基盤強化特別対策事業補助金の増

によるものです。

次に１５２ページ、５目畜産振興費に２５万円を計上。前年度対比２０万円の増で、主

な要因は、１９節負担金補助及び交付金で、ヘルパー組合を利用する組合員の利用料の負

担軽減を図るため、酪農ヘルパー事業助成金を新たに計上しております。

次に１５３ページ、６目農村活性化センター公園管理費に２８６万６千円を計上。前年

度対比７２万８千円の増で、主な要因は、１１節需用費で、農村公園案内看板修理費５０

万円の計上。これは、国道沿いにあります農村公園案内看板が昨年１１月の強風により大

破したことによるものであります。

次に１５４ページ、７目知内ダム管理費に１，３５０万９千円を計上。前年度対比１１

０万５千円の減で、主な要因は、１１節需用費で取水放流設備の修理費の増と１３節委託

料で堆砂量測量調査が３年に１度の実施で、今年度は実施しないことによる減によるもの

です。

次に１５５ページ、２項林業費、１目林業総務費に１，７９４万７千円を計上。前年度

対比７６万円の増で、主な要因は、２節給料から４節共済費まで人件費の増と１９節負担

金補助及び交付金で各協議会等の負担金が事業割りが増えたことによる増です。

次に１５６ページ、２目林業振興費に１，８４９万９千円を計上。前年度対比６４０万

円の増で、主な要因は、１１節需用費で木質資源貯蔵施設の修理費３０万円を計上。１５

節工事請負費で、木質資源貯蔵施設通路舗装工事に８０万円を計上。１６節原材料費で、

植樹祭箇所補植原材料の増、１９節負担金補助及び交付金で、森林整備対策事業補助金が

民有林施業計画量の増により増加。また、今年度新たにハンター資格等助成金４０万円を

計上しております。これにつきましては、予算説明資料見だし３の産業振興課関係の７ペ

ージをお開きください。見だし３の７ページでございます。この事業につきましては、以

前から課題になっておりましたハンターの減少及び高齢化によりまして、ハンターが不足

しているということで、ハンターの育成を目的としまして、新たに狩猟免許等を取得した

ものに対して、資格取得に要した経費を補助する事業となっております。事業内容につき

ましては、補助対象経費としまして、狩猟免許取得、銃砲所持許可取得経費等につきまし

ての経費、あと銃砲装備経費、銃砲とか保管ロッカー等の経費につきまして、対象として

おりまして、補助率につきましては、免許、それから、所持の許可等につきましては、支

払った金額の１０分の１０、全額。それから、銃砲装備経費につきましては、購入金額で

すけれども、上限を２５万円と設けまして考えております。補助の条件としましては、知

内町鳥獣被害対策実施隊として従事していただくことを条件としております。事業費とし

まして、猟銃免許取得関連で５万５千円、銃砲処理許可関連で９万５千円、銃砲装備関連

で２５万円で、４０万円を想定しておりまして、１名を想定しておりますけれども、手を

挙げる方がいらっしゃいましたら、こちらの方を増やしていきたいと思いまして、毎年、

少なくとも１名ずつ目標としまして、取得していただくようなことで働きかけております。

次に議案に戻っていただきまして、予算書に戻っていただきまして、１５７ページ、３

目造林事業費に１，５０７万２千円を計上。前年度対比２，７１３万７千円の減で、主な

要因は１３節委託料と１５節工事請負費で昨年度町有林整備事業林道専用道工事を計上し

ておりましたが、その分が減となっております。

次に１５８ページ、４目水源林造成事業に１０万６千円を計上。前年度対比２千円の減

で、内容は大きく変わっておりません。
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次に１５９ページ、５目治山事業費に１５万８千円を計上。前年度対比４千円の減で、

内容は大きく変わっておりません。

次に１６０ページ、３項水産業費、１目水産業総務費に１，５４４万８千円を計上。前

年度対比４４万４千円の増で、主な要因は、２節給料から４節共済費まで人件費の増と１

９節負担金補助及び交付金で、各協議会等の負担金が事業割りが増えたことによる増です。

次に１６２ページ、２目水産振興費に８，９９０万７千円を計上、前年度対比５，８７

６万円の増で、主な要因は、７節賃金で親水広場草刈賃金に１０万６千円を計上。１１節

需用費で、漁港照明電気料が電気料金の値上げに伴う増。また、昨年、７節賃金と１４節

使用料及び賃借料に計上しておりました維持補修賃金と重機借上料を今年度は魚道親水広

場維持補修費として２２万円を計上。１３節委託料で、昨年、親水広場整備設計委託料７

５０万円を計上していましたが、その分が減。１８節備品購入費で、昨年、海難防止対策

事業を実施しましたが、その分が減。１９節負担金補助及び交付金で、昨年、補正で実施

しました産地水産業強化支援事業が当初計上になったことにより増。また、水産備品保管

倉庫整備事業１１５万円の計上。更に地域づくり総合交付金事業が増となっております。

次に１６３ページ、７款１項商工費、１目商工総務費に１，３３６万４千円を計上。前

年度対比２０万７千円の増で、主な要因は２節給料から４節共済費まで、人件費の増と１

１節需用費から２７節公債費まで、公用車の車検がないことによる減です。

次に１６４ページ、２目商工振興費に１，１５１万６千円を計上。前年度対比４５１万

４千円の減で、主な要因は、８節報償費と９節旅費で、専門家謝金と旅費が減。１９節負

担金補助及び交付金で、昨年、地域産業資源活用推進事業４１７万１千円と中小企業融資

補償料助成２５万３千円を計上していましたが、その分が減となっています。

次に１６５ページ、３目観光費に１，０９４万６千円を計上。前年度対比３３２万６千

円の減で、主な要因は、昨年７節賃金と１６節原材料費でさわやかトイレ維持補修分を計

上していましたが、今年度は１１節需用費に合わせて計上しております。また、９節旅費

と１１節需用費、１２節役務費、１４節使用料及び賃借料で昨年、都市と地方との交流推

進事業を計上していましたが、その分が減。１３節委託料で、昨年、道の駅基本構想策定

委託料を計上しておりましたが、その分が減。更に観光マップ政策委託料６０万円を今年

度計上しております。１９節負担金補助及び交付金で、知内観光協会助成が７１万１千円

の増。青森県・函館ディスティネーションキャンペーン負担金５０万円。新幹線木古内駅

活用推進協議会負担金２０万円を今年度計上しております。

次に１６７ページ、５目物産館管理費に９８４万６千円を計上。前年度対比７万４千円

の減で主な要因は昨年７節賃金と１６節原材料費で物産館維持補修分を計上しておりまし

たが、今年度は１１節需用費に合わせて計上しております。また、１９節負担金補助及び

交付金で、物産館管理委託料が減となっております。

次に１６８ページ、６目健康保養センター管理費に２，４２４万２千円を計上。前年度

対比２５８万８千円の減で、主な要因は、昨年７節賃金と１６節原材料費で維持補修分を

計上しておりましたが、今年度は１１節需用費に合わせて計上しています。また、１２節

役務費で、温泉分析試験料１５万３千円を計上。これは１０年前に実施しておりまして、

だいぶ時間が経過したことから、今年度実施するものです。また、１３節委託料で、昨年、

温泉ポンプ保守点検委託料を計上しておりましたが、隔年実施ということで、今年は実施

しておりませんので、その分が減となっております。以上で産業振興課関係の説明を終わ

ります。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）
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続いて、建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

１６９ページをご覧ください。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費に３，８

５３万１千円で、前年度より５８９万円の増額となっております。これは、昨年度まで３

人分の予算計上だった人件費を今年度４人分に増えたことによります。

次のページをお開きください。２目下水道整備費は、１億４，５９２万２千円で、前年

度から１，１３４万１千円の減額となっております。１９節負担金及び交付金で、浄化槽

設置費補助金が３４０万円の減額。下水道事業特別会計の繰出金として７８０万円の減額

となっております。

１７１ページでございます。２項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費は３０３万３千円で、

昨年度より８９万４千円の増額となっております。１８節備品購入費で、測量機器の購入

費として５５万円の計上。１１節需用費、２７節公課費で、公用車車検にかかる経費の増

額が要因となっております。

次のページをお開きください。１７２ページ、２目道路維持費が７，２２６万４千円で、

昨年度より６７９万６千円の減額となっております。昨年度、除雪ドーザの購入という大

きな事業がありまして、総額が増えていたのですが、今年度は総額では減少しております

が、節毎で見ますと、需用費が３００万円の増額。これは昨年度まで修繕のため、賃金、

使用料、原材料に分けて予算計上していたものを修繕費として、需用費に一括計上したこ

とによると。それから、更に１３節委託料では、除排雪業務委託料が昨年度まで２千万円

の計上をしておりましたが、今年度は３，５００万円としております。今年度の道路維持

に関する工事は、１５節工事請負費に記載のとおり、５件予定してございます。工事箇所

につきましては、説明資料見だし４の６ページを後ほどご覧いただきますよう、お願い申

し上げます。

次のページ、１７３ページでございます。３目橋梁維持費は３，２２４万１千円で、前

年度比比較１，９４０万円の増額となっておりますが、昨年度実施橋梁に関しましては、

補正予算で対応して、前倒しで発注した橋梁がございますので、実質工事額はほぼ前年度

並みということでございます。今年度は、股瀬橋、新知内橋、フキリ橋、中ノ沢橋の調査

設計工事を計画しております。

次のページ、１７４ページをお開きください。４目道路橋梁改良工事費は１３８万１千

円で、前年度より１，７３７万６千円の減額となっております。今年度道路工事に関しま

して、工事請負費で予算計上してございません。そのことが要因でございます。

次のページでございます。３項河川海岸費、１目河川総務費は６６６万６千円で、前年

度より４１２万３千円の減額でございます。これは１３節委託料で、昨年度山栗川の導流

堤の調査委託をかけたのですが、その分を減したことによるものです。

次に２１０ページをお開きください。２１０ページ、１１款災害復旧費、２項公共土木

災害復旧費、１目土木施設災害普及費に４万５千円を計上し、前年度より１９万５千円の

減額でございます。１９節負担金補助及び交付金で、北海道災害復旧促進協会負担金の減

額によるものでございます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致し

ます。

◎ 議 長（伊藤政博）

続いて、教育委員会次長。

◎ 教育次長（福井誠一郎）

１７９ページをお開き願います。１０款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費に
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２５０万円の計上で、前年比５４万円の増額となっております。主な要因につきましては、

９節旅費で隔年実施しております教育委員の海外視察、道外研修視察の増額によるもので

ございます。

続きまして、１８０ページから１８２ページの２目事務局費、１億２，３４２万６千円

の計上で、前年比５５２万９千円の増額となっております。主な要因につきましては、前

年度で計上しておりました教職員住宅解体工事の終了に伴う減額と平成２５年度から全額

国の補助を受けて実施しておりますインクルーシブ教育システム構築事業にかかる増額、

２１節貸付金における奨学金では、前年度実績から推測して人数を少し多く見込んでの増

額計上で、事務局費全体で差引き増額計上となるものでございます。

続きまして、１８３ページから１８４ページ、３目学校給食センター費に６，７８５万

３千円の計上で、前年比２４８万９千円の増額となっております。主な要因につきまして

は、１８節備品購入費の真空冷却器と保温保冷用食缶の更新による増額によるものでござ

います。

続きまして、１８５ページから１８７ページの２項小学校費、１目小学校管理費に７，

４６５万８千円を計上で、前年比１，５７３万７千円の増額となっております。主な要因

につきましては、１１節需用費で電気料単価アップにかかる増額。１５節工事請負費で、

湯の里保育所の併設に伴う湯の里小学校改築工事と涌元小学校高圧ケーブル取替え工事に

かかる増額。１８節備品購入費の涌元小学校スクールバス更新にかかる増額によものでご

ざいます。

続きまして、１８８ページ、２目教育振興費に８９６万７千円の計上で、前年比２９７

万１千円の増額となっております。主な要因につきましては、１８節備品購入費の教育教

材用備品にかかる増額によるものでございます。

次に１８９ページから１９０ページの３項中学校費、１目学校管理費に３，５２１万９

千円の計上で、前年比１，０２３万８千円の増額となっております。主な要因につきまし

ては、１１節需用費で電気料単価アップにかかる増額と１５節工事請負費で、トイレの洋

式化工事にかかる増額。１８節備品購入費で、ＩＣＴ教育環境整備にかかる増額によるも

のでございます。

次に１９１ページ、２目教育振興費に７１８万４千円の計上で、前年比９６万４千円の

増額となっております。主な要因につきましては、１８節備品購入費のクラブ活動用備品

の増額によるものでございます。

次に１９２ページから１９４ページ、４項高等学校費、１目学校管理費に２億５，９７

７万３千円の計上で、前年比２８６万７千円の減額となっております。主な要因につきま

しては、前年度で計上しておりました高圧ケーブル取替え工事、屋外トイレ改修工事、生

徒自転車置場改築工事の終了に伴う減額と１節報酬の時間講師と学校運営委員協議会委員

の増員による増額。１１節需用費で電気料単価アップによる増額。１９節負担金補助及び

交付金でバス通学生生徒の交通費全額助成及び民間下宿費の助成による増額によるもの

で、全体では、差引き減額計上となるものでございます。

次に１９５ページ、２目教育振興費に６８２万２千円の計上で、前年比１１４万４千円

の増額となっております。主な要因につきましては、１８節備品購入費の部活動用品の増

額によるものでございます。

次に１９６ページから１９７ページの５項幼稚園費、１目幼稚園管理費に５，３７４万

５千円の計上で、前年比２２３万５千円の増額となっております。主な要因につきまして

は、１節報酬から４節共済費までは、職員の人件費にかかる増額と１１節需用費の電気料
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単価アップにかかる増額によるものでございます。

次に１９８ページ、２目教育振興費に７０万３千円の計上で、前年比５万９千円の増額

となっております。要因につきましては、１８節備品購入費で、教育教材備品の増額によ

るものでございます。

１９９ページから２００ページ、６項社会教育費、１目社会教育総務費に９２０万３千

円の計上で、前年比５８万円の減額計上となっております。主な要因につきましては、１

節報酬から９節旅費まで、社会教育委員研修の減額と１１節需用費の消耗品の減額による

ものでございます。

次に２０１ページから２０２ページ、２目公民館費に２，９０６万円の計上で、前年比

２６２万５千円の減額となっております。主な要因につきましては、１１節需用費で電気

料単価アップによる減額。昨年度計上しておりました備品購入費の公民館の机の更新事業

の終了に伴う減額で、全体差引きで減額計上となっております。

次に２０３ページから２０４ページ、３目郷土資料館費に１，７７１万１千円の計上で、

前年比１２万９千円の増額となっております。主な要因につきましては、１３節委託料で

新しい文化財マップの作成に伴う増額と１８節備品購入費の減額で、全体で差引き減額計

上によるものでございます。

次に２０５ページ、４目青少年交流センター管理費に８３２万１千円の計上で、前年比

２０６万６千円の減額となっております。主な要因につきましては、舎監報酬の減額によ

るもので、舎監につきましては、高等学校の校内研修コーディネーターの時間講師として

稼働するため、高等学校予算に計上したことによる減額計上となるものでございます。

次に２０６ページ、５目文化交流センター費に４０６万２千円の計上で、前年比１３万

７千円の減額となっております。主な要因につきましては、１３節委託料の小荷物の専用

昇降機総合点検委託料の減額によるものでございます。

次に２０７ページから２０９ページ、７項保健体育費、１目保健体育費に９，６９０万

１千円の計上で、前年比５，２３０万５千円の増額計上となっております。主なものは、

第１町民プール開設に伴う７節賃金で、第１町民プール監視員人件費の増額。８節報償費

で水泳教室等の講師謝金の増額。１１節需用費で電気料単価アップに伴う増額。１４節使

用料及び賃借料の圧雪車レンタル料の増額。１５節工事請負費のスポーツセンター耐震改

修工事と町営スキー場のゲレンデ拡張工事にかかる増額によるものでございます。以上で

教育委員会予算説明終了させていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

歳出の説明が終わりましたので、次に歳入並びに地方債の説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

それでは、９ページをお開きいただきたいと思います。

１款町税、１項町民税、１目個人、１億３，９２９万円の計上で、前年比７４６万５千

円の減であります。前年度実績見込み等を考慮しての計上でございます。

次のページです。２目法人２，７１１万１千円、前年比７４９万４千円の減額です。本

年度収入見込みにより計上してございます。

次のページです。２項１目固定資産税４億２，２６６万３千円。前年比１，１２１万１

千円の減でございます。本年度収入見込みにより計上してございます。

次のページです。２目国有資産等所在市町村交付金４０２万６千円、前年比２１万円の

増でございますが、本年度収入見込額の計上でございます。
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次に３項１目軽自動車税、１，１２１万２千円。前年比１００万２千円の増であります。

本年度収入見込額の計上でございます。

次に４項１目たばこ税、４，２１１万円の計上で、前年比３１６万４千円の減でありま

す。前年度実績を考慮しての計上でございます。

次に５項１目入湯税、２７４万円。前年比３万５千円の増でありますが、前年度実績を

考慮しての計上でございます。

次に２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税に１，０５０万円の計上で、前年度同

額で収入見込みを計上してございます。

次に２項１目自動車重量譲与税に２，２００万円の計上で、前年比１００万円の減でご

ざいます。本年度収入見込みの計上でございます。

次に３項１目地方道路譲与税１千円の計上で、前年度同額でございます。

次に３款１項１目利子割交付金１００万円の計上で、前年度同額の計上でございます。

次に４款１項１目配当割交付金５０万円の計上で、前年比２０万円の増でありますが、

本年度の収入見込みの計上でございます。

次に５款１項１目株式等譲渡所得割交付金に３０万円の計上で、前年比２１万円の増で

ありますが、本年度収入見込みの計上でございます。

次に６款１項１目地方消費税交付金に７，２００万円の計上で、前年比２千万円の増で

あります。これにつきましても、本年度収入見込みについて計上しているものでございま

す。

次に７款１項１目自動車取得税交付金に４００万円の計上で、前年比５０万円の増であ

ります。本年度収入見込みの計上でございます。

次に８款１項１目地方特例交付金に６０万円の計上で、前年比２０万円の減であります。

これにつきましても、本年度収入見込みの計上でございます。

次に９款１項１目地方交付税１９億１，０４９万５千円で、前年比１，８８８万５千円

の減であります。地方財政計画及び当町の特殊事情等を考慮し、計上してございます。な

お、年度間では、１９億５，１１０万円を想定しているところであります。

次に１０款１項１目交通安全対策特別交付金４５万円の計上で、前年同額でございます。

次に１１款分担金及び負担金、１項分担金、１目総務費分担金に２２万７千円の計上で、

小谷石デジタル放送中継局の整備事業分担金としての計上であります。

次に２項負担金１目総務費負担金に１７６万円の計上でありますが、前年同額でござい

ます。

次に２目民生費負担金１，３３９万９千円で、前年比５４万９千円の減であります。内

容は保育料負担金から老人福祉費負担金まで、それぞれ本年度収入見込みを計上している

ものでございます。

次に１２款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料に２０万円の計上ですが、

前年同額で地域会館の使用料を計上しているものです。

次に２目民生使用料に１７３万８千円、前年比５万４千円の減であります。湯の里保育

所使用料として計上しているものでございます。

次に３目農林水産業使用料に２７７万６千円、前年比３千円の増でありますが、農村活

性化センター漁港使用料としてそれぞれ収入見込みを計上してございます。

次に４目商工使用料７２万円で前年同額でありますが、墓地使用料、物産館使用料とし

ての計上でございます。

次に５目土木使用料５，２２５万１千円。前年比１５０万４千円の増でありますが、住



- 34 -

宅使用料から河川敷地使用料まで、それぞれ本年度収入見込みを計上してございます。

次に６目教育使用料１，４６４万８千円の計上で、４８８万９千円の増であります。内

容は高等学校入学検定料からプール使用料まで、それぞれ本年度収入見込みを計上してご

ざいますが、増の要因につきましては、高等学校授業料不徴収交付金制度の改正に伴い、

高等学校授業料が増になるものでございます。

次に７目衛生使用料２万５千円の計上で、前年比同額の増でありますが、内容につきま

しては、合同納骨塚使用料として、本年度収入見込額を計上したものでございます。

次に２項手数料、１目総務手数料に１６９万１千円の計上で、前年同額でありますが、

戸籍関係、税務関係の手数料の計上であります。

次に２目衛生手数料に６６８万円の計上で、２８万３千円の増であります。内容は清掃

手数料から狂犬病予防注射済票交付手数料まで、それぞれ収入見込額を計上してございま

す。

次に３目農林水産業手数料５千円の計上で、前年同額でございます。

次に１３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金に１億１，４２６万５

千円の計上で、２７２万６千円の増であります。内容は保育所運営費負担金から母子負担

衛生費国庫負担金まで、それぞれ本年度収入見込みの計上でございます。

次に２項国庫補助金、１目土木費国庫補助金に２，２３３万７千円の計上で、前年比６

２万１千円の減でありますが、内容は浄化槽設置整備国庫補助金から住宅耐震改修等国庫

補助金まで、本年度事業にかかる補助金収入見込みを計上してございます。

次に２目教育費国庫補助金５９４万５千円で、前年比３２３万４千円の減であります。

内容は特別支援教育就学奨励費補助金からへき地児童生徒援助費補助金まで、本年度収入

見込みの計上でありますけれども、減の要因につきましては、制度改正により高等学校授

業料不徴収交付金の減によるものであります。

次に３目民生費国庫補助金８７万５千円、前年同額の計上であります。

次に４目総務費国庫補助金に７７９万８千円、前年比７１９万８千円の増でありますが、

内容につきましては、社会保障税番号制度に伴うシステム改修補助金の本年度収入見込額

の計上でございます。

次に５目農林水産業費国庫補助金３，８５８万３千円の計上で、前年比３，４７３万３

千円の増であります。内容は産地水産業強化支援事業のさけ・ますふ化場取水施設整備事

業補助金として計上するものであります。

次に３項委託金、１目総務費委託金に１５万７千円の計上でありますが、本年度収入見

込みの計上でございます。

次に２目民生費委託金１３８万９千円で、前年比９千円の増であります。内容は国民年

金費委託金並びに児童福祉費委託金としての収入見込額の計上でございます。

次に３目教育費委託金５０８万２千円の計上で、前年比１３２万６千円の増であります。

インクルーシブ教育システム構築モデル事業への収入見込みの計上でございます。

次に１４款道支出金、１項導負担金、１目民生費導負担金で８，１４９万円の計上。前

年比２６万９千円の減であります。内容は社会福祉費道負担金から母子負担衛生費道負担

金まで、それぞれ収入見込額を計上しているものでございます。

次に２項道補助金、１目総務費道補助金に４万２千円、前年比８千円の減でありますが、

本年度収入見込みの計上でございます。

次に２目民生費道補助金１，２８４万４千円、前年比６４万７千円の減でありますが、

内容は社会福祉費道補助金から地域づくり総合交付金まで、それぞれ本年度収入見込みの
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計上でございます。

次に３目農林水産業費道補助金５，３２３万円の計上で、前年比１億２，９９９万６千

円の減であります。内容は農業費道補助金から水産業費道補助金まで、それぞれ本年度事

業にかかる補助金収入見込額の計上でありますが、減の要因につきましては、昨年実施し

ました木質バイオマスボイラー施設等整備補助金並びに木質資源貯蔵施設整備補助金が減

になったものでございます。

次に４目教育費道補助金９７万６千円、前年比２０万８千円の減であります。内容は放

課後子ども教室推進事業への収入見込みの計上でございます。

次に５目衛生費道補助金１６万５千円、前年比４８万９千円の減であります。保険事業

への収入見込みの計上でございます。

次に６目電源立地地域対策交付金６１２万４千円、前年比４７万６千円の減であります。

本年度の当初収入見込額の計上でございます。

次に７目商工費道補助金１５万６千円、前年費１万６千円の減でありますが、消費者行

政活性化事業への収入見込みの計上でございます。

次に３項委託金、１目総務費委託金に１，６６０万９千円、前年比８１５万５千円の増

であります。内容は徴税費委託金から選挙費まで、それぞれ本年度収入見込みの計上であ

りますが、増の要因は、今年度の国勢調査にかかる統計調査費委託金、それと選挙費委託

金の増によるものであります。

次に２目農林水産業費委託金６万２千円、前年同額の計上でございます。

次に３目商工費委託金６３万５千円、前年比３万９千円の増でありますが、駐車公園ト

イレ維持管理委託金の収入見込みであります。

次に４目土木費委託金１２５万９千円で、前年比１６万５千円の増であります。樋門樋

管管理委託金にかかる本年度収入見込みの計上でございます。

次に１５款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入に１，７６１万４千円、前

年比２万３千円の増であります。内容は土地建物貸付収入並びに光ケーブル貸付収入で、

本年収入見込みの計上でございます。

次に２目利子及び配当金３０３万５千円で、前年比４万３千円の減であります。財政調

整基金利子から公共施設等整備基金利子まで、それぞれ本年収入見込額を計上しているも

のでございます。

次に２項１目財産売払収入３８０万円、前年比７２０万円の減であります。内容は町有

林売払収入として本年度の見込額を計上しているものでございます。

次に１６款１項１目寄附金３００万円、前年比２８０万円の増であります。内容はふる

さと納税の本年度収入見込みの計上でございます。

次に１７款繰入金、１項１目特別会計繰入金に４千円、前年同額の計上でございます。

次に２項基金繰入金、１目積立金繰入金に３億４４７６万９千円、前年比１億７，３２

１万８千円の増であります。内容は教育振興基金繰入金から財政調整基金繰入金まで、そ

れぞれ本年度事業実施に伴う財源として計上するものでございます。

次に１８款１項１目繰越金から次のページ、１９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、

１目延滞金、次の２目加算金、その次の２項預金利子、１目預金利子、次の３項貸付金元

利収入、１目民生貸付金元利収入、次のページの２目学校給食センター、貸付金元金収入、

これにつきましては、すべて前年度同額の計上になってございます。

次に３目奨学資金貸付収入１，２００万円の計上で、前年比１５５万円の減でございま

す。内容は奨学資金貸付収入として、本年の収入見込額を計上したものでございます。
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次に４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入に４９０万円。前年比４０万円の増で

ございますが、内容は簡易郵便局事務受託収入の見込額の計上でございます。

次に２目民生費受託事業収入に９９万３千円、前年比２万８千円の増であります内容は

後期高齢者医療広域連合からの健康診査等にかかる受託事業収入の見込額の計上でござい

ます。

次に５項１目雑入に１，５５８万９千円。前年比２８５万５千円の減であります。内容

はそれぞれ本年度収入見込額の計上でございますけれども、減の要因につきましては、知

内ダム償還金の減によるものでございます。

次です。２目診療所収入１，３８２万４千円。前年比１３万２千円の減でありますが、

本年度湯ノ里診療所収入見込みによる計上でございます。

次に２０款１項町債、１目臨時財政対策債に１億３，５００万円。前年比１，１３０万

円の減であります。本年度地方財政計画に基づき計上してございます。

次に２目土木債１，８３０万円。前年比１，６５０万円の減であります。内容は過疎地

域自立促進特別事業債並びに除雪機械等整備事業債で、それぞれ本年度事業実施に伴い計

上するものでございます。

次に３目教育債７，２６０万円、前年比５，７８０万円の増であります。内容は過疎地

域自立促進特別事業債から教育福祉施設等整備事業債まで、それぞれ本年度事業実施に伴

い計上しているものでございます。

次に４目消防債９，３５０万円、前年比４，４９０万円の増であります。内容は消防施

設整備事業債から緊急防災減災事業債まで、それぞれ本年度事業実施に伴う計上でござい

ます。

次に５目民生債１，２２０万円。前年同額の計上でございます。内容は過疎地域自立促

進特別事業債で、子ども医療費拡大事業分、子育て支援交付金分として計上しているもの

でございます。

次に６目農業債７７０万円。前年比２０万円の減であります。過疎地域自立促進特別事

業債として、基幹水利施設管理事業への計上でございます。

７目労働債１５０万円。前年同額でございます。新規高卒者等奨励事業としての計上で

ございます。

８目林業債１，０６０万円。前年比５６０万円の増であります。内容は知内町地域材活

用住宅助成事業町有林整備事業へのそれぞれ充当するための計上でございます。

次に９目総務債２２０万円。前年比１億７，９２０万円の減であります。過疎地域自立

促進特別事業債として、湯ノ里・ハマナス・漁家団地空家居住促進事業への計上でありま

す。なお、減の要因につきましては、昨年の木質バイオマスボイラー施設等整備事業分の

減によるものであります。

次に１０目商工債１３０万円。前年比同額の増であります。カキニラ祭り実行委員会助

成の計上でございます。

次に１１目衛生債、その次の１２目水産業債につきましては、本年度計上はございませ

ん。

次に６ページをお開きいただきたいと思います。第２表地方債であります。臨時財政対

策債１億３，５００万円、過疎地域自立促進特別事業債４，９５０万円、除雪機械等整備

事業債１５０万円、緊急防災減災事業債１億２，９９０万円、辺地対策事業債２００万円、

教育福祉施設等整備事業債１，７９０万円、消防施設整備事業債１，３５０万円、公有林

整備事業債５６０万円、それぞれ計上するものでありますが、記載の方法、利率、償還の



- 37 -

方法につきましては、記載のとおりでありますので、お目通しを願いたいと思います。以

上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

これで一般会計の説明が終わりました。

● 議案第３０号 平成２７年度知内町国民健康保険事業特別会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２３、議案第３０号、『平成２７年度知内町国民健康保険事業特別会計予算

について』説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第３０号、平成２７年度知内町国民健康保険事業特別会計予算について。

平成２７年度知内町国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億７，

４８７万８千円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分毎の金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。

第２条、一時借入金であります。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借

入金の借入の最高額は、４千万円と定める。

第３条、歳入歳出予算の流用であります。地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定

により、歳入歳出予算の各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと

定める。

第１号、保険給付費の各項で計上された予算額に過不足が生じた場合における款内での

これらの経費の各項間の流用。

この後、生活福祉課長から内容について説明を致します。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

それでは、歳出より説明致します。３２ページをお開きください。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に２９５万８千円の計上で、前年度対比

１１０万２千円の減額であります。内訳につきましては、１３節委託料の国保情報データ

ベースシステム改修委託料５９万４千円の減。被保険者証レイアウト改修委託料１６万２

千円の減。１４節総合行政システムクラウド化利用料１２万４千円の増が主なものです。

続きまして、３３ページ、２目連合会負担金５８万５千円の計上で、前年度対比１０万

９千円の減額であります。内訳につきましては、１９節負担金補助及び交付金で、国保連

合会負担金等で１０万９千円の減額です。

２項徴税費、１目付加徴税費に３０５万９千円の計上で、前年度対比７７万円の増額で

あります。内訳につきましては、９節旅費に研修費に６万円の増。１３節委託料２５万９

千円の減。１４節使用料及び賃借料で総合行政システム利用料１１９万２千円の増。１９

節負担金補助及び交付金１５万４千円の減が主なものです。

続きまして、３５ページ、３項運営協議会費、１目運営協議会費４４万３千円の計上で、
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前年度対比４万１千円の増額であります。内訳につきましては、１節報酬、９節旅費の増

額です。

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、本年度３億９千万円の

計上で、前年度同額であります。

続きまして、３７ページ、２目退職被保険者療養給付費２，３００万円の計上で、前年

度対比３００万円の増であります。前年度実績見込みによる計上でございます。

３目一般被保険者療養費４５０万円の計上で、前年度同額であります。

３９ページ、４目退職被保険者療養費１５万円の計上で、前年度同額であります。

５目審査支払手数料１０７万３千円の計上で、前年度同額であります。

２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費５千万円の計上で、前年度同額でありま

す。

２目退職被保険者高額療養費２５０万円の計上で、前年度同額であります。

３目一般被保険者等高額介護合算療養費１千円の計上であります。

４目退職被保険者等高額介護合算療養費１千円の計上であります。

３項移送費、１目一般費保険者移送費７万円の計上で、前年度同額であります。

２目退職被保険者移送費３万円の計上で、前年度同額であります。

４項助産諸費、１目出産時一時金４２０万円の計上で、前年度同額であります。

２目出産時一時金支払手数料３千円の計上であります。

５項葬祭諸費、１目葬祭費４５万円の計上で、前年度同額であります。

３款後期高齢者支援等、１項後期高齢者支援等、１目後期高齢支援金７，４９６万９千

円の計上で、前年度対比３４８万５千円の減額であります。前年度負担見込額の計上です。

５１ページ、２目後期高齢者関係事務費拠出金６千円の計上で、前年度対比２千円の減

額であります。

４款前期高齢者納付金等、１項前期高齢者納付金等、１目前期高齢者納付金３万８千円

の計上で、前年対比２万７千円の減額であります。

続きまして、５３ページ、２目前期高齢者関係事務拠出金６千円の計上で、前年度対比

４千円の減額であります。

５款老人保健拠出金、１項老人保健医療拠出金、１目老人保健医療拠出金３千円の計上

で、前年度同額であります。

２目老人保健事務費拠出金４千円の計上で、前年度対比１千円の減額であります。

６款介護納付金、１項介護納付金、１目介護納付金３，２４８万７千円の計上で、前年

度対比３３５万４千円の減額であります。本年度負担金の見込額を計上しております。

７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金１，４６０万８千円

の計上で、前年度対比２１５万９千円の減額であります。本年度負担見込額の計上でござ

います。

２目共同事業事務費拠出金１千円の計上で、前年度同額であります。

３目保険財政共同安定化事業拠出金１億５，７２２万４千円の計上で、前年度対比８，

８６２万円の増額になります。拠出金の下限が従来３０万円以上だったものが、下限がな

くなったことによる増額であります。

４目保険財政強度安定化事業事務費拠出金１千円の計上であります。

８款保健事業費、１項保健事業費、１目保健衛生普及費６６０万１千円の計上で、前年

度対比１７６万９千円の減額であります。内訳につきましては、１１節需用費８万３千円

の増額。１２節役務費５万３千円の減額。１３節委託料５９万５千円の減。１４節使用料
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及び賃借料４９万８千円の増。１８節備品費で保健活動車１７０万円の減が主なものです。

この後の６２ページからの９款基金積立金から６７ページの１２款予備費まで前年度同

額のため、省略します。

引き続き、歳入を説明しますので、７ページをお開きください。歳入、１款国民健康保

険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税１億４，０４５万５千円の

計上で、前年度対比３６８万９千円の増額であります。本年度徴収見込額を計上しており

ます。

続きまして、８ページ、２目退職被保険者、国民健康保険税８６７万７千円の計上で、

前年度対比１１５万の減額であります。本年度徴収見込みによるものです。

２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料８万円の計上で、前年度同額であ

ります。

３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金１億３，９２７万６千円の

計上で、前年度対比１，３２３万８千円の増額であります。本年度収入見込額を計上して

おります。

２目高額医療費、共同事業負担金３６５万２千円の計上で、前年度対比５３万９千円の

減額であります。本年度見込額の計上でございます。

３目特定健診等負担金１３１万６千円の計上で、前年度対比２万４千円の減額でありま

す。本年度見込額を計上しております。

２項国庫補助金、１目財政調整交付金９，７６８万円の計上で、前年度対比１，００６

万８千円の増額であります。本年度それぞれ普通調整交付金、特別調整交付金の本年度交

付見込額による計上でございます。

４款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、１目療養給付費交付金２，００７万７

千円の計上で、前年度対比５４３万６千円の増額であります。本年度交付見込額による計

上でございます。

５款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金、１目前期高齢者交付金１億３０４万円

の計上で、前年度対比４，９０８万６千円の減額であります。社会保険診療報酬支払金か

ら交付見込みによるものでございます。

６款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金３６５万２千円の計上で、

前年度対比５３万９千円の減額であります。今年度負担金の収入見込みによるものです。

２目特定健診等負担金１３１万６千円の計上で、前年度対比２万４千円の減額でありま

す。本年度負担金の収入見込みによるものでございます。

続きまして、１８ページ、２項道補助金、１目財政調整交付金４，１３２万７千円の計

上で、前年度対比３０５万円の増額であります。

７款共同事業交付金、１項共同事業交付金、１目共同事業交付金１億７，２１６万１千

円の計上で、前年度対比９，６１３万７千円の増額であります。これについては、保険財

政共同安定化事業交付金の本年度増による見込みでございます。

８款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金１千円の計上でございます。

９款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金に４，１６５万１千円計上で、前

年度対比１８万３千円の増額であります。本年度繰入見込額によるものでございます。

９款繰入から３０ページの１１款諸収入まで、前年度同額の計上でありますので、説明

を省略させていただきます。

引き続き、３１ページをお開きください。３１ページです。１１款諸収入、３項雑入、

５目雑入、本年度４１万円の計上で、前年度対比２万円の減額です。以上で説明を終わら
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せていただきます。よろしくお願いします。

● 議案第３１号 平成２７年度知内町後期高齢者医療特別会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２４、議案第３１号、『平成２７年度知内町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて』説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第３１号、平成２７年度知内町後期高齢者医療特別会計予算について。

平成２７年度知内町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，１２

９万８千円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分毎の金額は「第１表歳入歳出予算」に

よる。

この後、生活福祉課長から内容を説明致します。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

歳出より説明致します。１２ページをお開きください。１款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費に２５１万２千円の計上で、前年度対比２０万９千円の増額であります。

内訳につきましては、１３節委託料９０万５千円の減。１４節使用料及び賃借料に総合行

政システム利用料１１１万４千円の増が主なものです。

続きまして、１３ページ、２項徴収費、１目徴収費、２７万４千円の計上で、前年度対

比３千円の増額であります。

２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高

齢者医療広域連合納付金に５，８５０万９千円の計上で、１８７万９千円の減額でありま

す。これについては、北海道後期高齢者医療連合会の負担金でございます。

この後、１５ページから保険料還付金から１７ページの予備費まで、前年同額のため、

省略させていただきます。引き続き、歳入を説明致します。

５ページをお開きください。歳入です。１款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医

療保険料、１目後期高齢者医療保険料３，４３４万３千円の計上で、前年度対比７万６千

円の増でございます。本年度収入見込額によるものです。

続きまして、２款使用料及び手数料、１項督促手数料、１目督促手数料１千円の計上で

す。

３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金２，６９５万円の計上で、前年

度対比１７４万３千円の減額であります。事務費繰入に４８９万９千円。保険基盤安定繰

入として、２，２０５万１千円を本年度見込みによるものでございます。

次に８ページの繰越金から１１ページの雑入まで、前年度同額のため、説明を省略させ

ていただきます。以上で説明を終わります。

◎ 議 長（伊藤政博）

副町長から訂正の申し出があります。許します。
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◎ 副 町 長（網野 真）

大変申し訳ございません。只今、生活福祉課長から説明致しました、後期高齢者医療特

別会計予算の関係で、１４ページをお開きいただきたいと思います。歳出１４ページでご

ざいますけれども、２款後期高齢者医療広域連合納付金でございますけれども、１項のと

ころが後期高齢者医療広で抜けてございますけれども、款と同様に後期高齢者医療広域連

合納付金でございますので、文字が脱字してございましたので、大変申し訳ございません。

記入方よろしくお願いしたいと存じます。

● 議案第３２号 平成２７年度知内町介護保険特別会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２５、議案第３２号、『平成２７年度知内町介護保険特別会計予算について』

説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第３２号、平成２７年度知内町介護保険特別会計予算について。

平成２７年度知内町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算であります。歳入歳出予算の総額は、保険事業勘定歳入歳出それ

ぞれ４億８，５０４万５千円。介護サービス事業勘定歳入歳出それぞれ３４６万１千円と

定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分毎の金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。

第２条、一時借入金であります。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借

入金の借入の最高額は、保険事業勘定３千万円と定める

第３条、歳出予算の流用であります。地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定によ

り歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第１号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用。

この後、生活福祉課長から内容について説明をさせていただきます。よろしくお願い致

します。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

歳出よりご説明致します。３１ページをお開きください。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に６６７万１千円の計上で、前年度対比

２３７万円の増額であります。内訳につきましては、１１節需用費１５万５千円の減。１

３節委託料、介護保険システム改修事業として２７７万１千円の増が主なものです。

次に２項徴収費、１目賦課徴収費に１０万２千円の計上で、前年度対比１千円の増額で

あります。

３項介護認定審査会、１目介護認定審査会３７１万１千円の計上で、前年度対比１９万

７千円の増額であります。認定審査会共同負担金でございます。

続きまして、２目認定審査費２９８万７千円の計上で、前年度対比２５万８千円の減額
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であります。１２節役務費の医師意見作成手数料の減。１３節要介護認定調査委託料の減

が主なものでございます。

４項運営協議会費、１目介護保険運営協議会費に８万５千円の計上で、前年度対比４万

円の減額であります。運営協議会の回数の減によるものです。

２款保険給付費、１項保険給付費、１目介護サービス等給付費に４億３，０６３万４千

円の計上で前年度対比１，４１６万４千円の増額であります。本年度給付見込額によるサ

ービス給付費の額でございます。

２項高額介護サービス等給付費、１目高額介護サービス等給付費１千万円の計上で、前

年度対比２５０万円の増額であります。本年度給付見込額による増額でございます。

続きまして、２目高額合算介護サービス等給付費２００万円の計上で、前年度対比１０

万円の減額であります。

３項その他諸費、１目審査支払手数料５０万円の計上で、前年度同額であります。

３款基金積立金、１項基金積立金、１目介護保険事業基金積立金４３４万２千円の計上

で、前年度対比４３４万１千円の増額であります。

４款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１目二次予防事業費９４２万２千円の計上

で、前年度対比１０５万８千円の増額であります。内容につきましては、２節給料から４

節共済費の人件費で８６万１千円の増。８節報償費１７万３千円の増が主なものです。

続きまして、４２ページ、２目一次予防事業費３２５万円の計上で、前年度対比１１万

９千円の増額であります。報償費転倒予防事業費、認知症対策事業費が主な要因になって

おります。

３目総合事業費精算金１０万円の計上で、前年度対比の１０万円の増額であります。総

合事業費精算金として１０万円を計上しております。

続きまして、２項包括的支援事業費・任意事業費、１目包括的支援事業費１，００４万

９千円の計上で、前年度対比２万９千円の減額であります。内訳につきましては、２節給

料から４節共済費の人件費で、２４万９千円の増。９節旅費に研修旅費に１１万５千円の

増。１３節委託料６４万２千円の減。１４節使用料及び賃借料に２３万４千円の増が主な

ものでございます。

２目任意事業費１１６万９千円の計上で、前年度対比２万１千円の増額であります。家

族介護支援事業で１０万円の減。青年後見制度事務委託料で１２万１千円の増となってお

ります。

続きまして、５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料還

付金に２万円の計上で、前年度同額であります。

２目償還金１千円の計上です。

続きまして、４８ページ、３目第１被保険者還付金についても、１千円の計上です。

２項繰出金、一般会計繰出金１千円の計上でございます。

引き続き、歳入を説明致しますので、５ページをお開きください。歳入です。１款保険

料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料９，３５６万３千円の計上で、前年度対

比２，１４２万１千円の増額であります。本年度収入見込額を計上しております。

続きまして、２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料１万円の計上で、前

年度同額であります。３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金７，６６

６万４千円の計上で、前年度対比２２３万円の増額であります。本年度の収入見込額によ

るものでございます。

２項国庫補助金、１目調整交付金２，８８０万４千円の計上で、前年度対比１０７万７
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千円の増額であります。財政調整交付金として見込んでおります。

２目地域支援事業（介護予防事業）交付金１３８万４千円の計上で、前年度対比２万円

の減額であります。介護予防事業費の計上でございます。

３目地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業）交付金３０５万９千円の計上で、前

年度対比２２万３千円の増額であります。

４目介護保険事業補助金１３８万５千円の計上で、前年度対比１３８万５千円の増額で

あります。介護保険事業補助金として、介護保険システムの改修によるものの補助金でご

ざいます。

４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付交付金１億２，８５０万９千

円の計上で、前年度対比４８０万４千円の増額であります。第２号被保険者の給付見込額

の計上でございます。

２目地域支援事業交付金１６０万５千円の計上で、前年度対比２万４千円の減額であり

ます。介護予防の見込みによるものでございます。

５款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金６，７３５万４千円の計上で、前

年度対比３１５万３千円の増額であります。介護給付費本年度収入見込額による計上でご

ざいます。

２項道補助金、１目地域支援事業（介護予防事業）交付金６９万２千円の減額で、前年

度対比１万円の減額であります。介護予防事業費の見込額による計上でございます。

２目地域支援事業（包括支援事業・任意事業）交付金１５２万９千円の計上で、前年度

対比１１万１千円の増額であります。包括的支援事業・任意事業の見込額の計上でござい

ます。

６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、前年度対比で１千円の減額で

す。本年度は当初では計上しておりません。

７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金５，５３９万２千円の計上で、

前年度対比２０７万円の増額であります。介護給付費の給付見込額を計上しております。

２目地域支援事業（介護予防事業費）交付金６９万２千円の計上で、前年度対比１万円

の減額であります。介護予防費として計上しております。

３目地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金１５２万９千円の計上で、前年

度対比１１万１千円の増額であります。

４目その他一般会計繰入金１，９４０万５千円の計上で、前年度対比２２４万３千円の

増額であります。事務費繰入金として計上しております。

２項基金繰入、１目介護保険事業基金繰入金１千円の計上で、前年度対比１，３７４万

８千円の減額であります。なお、基金については、現在１，１１７万１千円の残額があり

ます。

３項介護サービス事業勘定繰入金、１目介護サービス事業勘定繰入金３４６万１千円の

計上で、前年度対比５７万１千円の減額であります。介護サービス事業勘定繰入金として

計上でございます。

このあと、２４ページの繰越金から３０ページ雑入まで、前年度同額のため、説明を省

略させていただきます。

次に介護サービス事業勘定を説明致します。５５ページをお開きください。１款諸支出

金、１項繰出金、１目保険事業勘定繰出金３４６万１千円の計上で、前年度対比５７万１

千円の減額であります。

次に５４ページをお開きください。歳入です。１款サービス収入、１項予防給付費収入、
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１目居宅支援サービス計画費収入３４６万１千円の計上で、前年度対比５７万１千円の減

額であります。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。

● 議案第３３号 平成２７年度知内町公共下水道事業特別会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２６、議案第３３号、『平成２７年度知内町公共下水道事業特別会計予算に

ついて』説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第３３号、平成２７年度知内町公共下水道事業特別会計予算について。

平成２７年度知内町公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億５，３１６万２

千円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分毎の金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。

この後、内容について、建設水道課長からご説明を申し上げます。よろしくお願い致し

ます。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

歳出からご説明致します。１１ページをお開きください。１款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費は１，０９２万６千円で、前年度から３６６万８千円の減額でございます。

これは、昨年度まで人件費を２名分計上しておりましたが、今年度から１名分にしたこと

によります。

次のページをお開きください。２目施設維持費５，１０３万７千円で、前年度から１３

５万円の減額でございます。これは１３節委託料で、電気設備更新工事実施設計完了によ

る減額が大きな要因でございます。なお、昨年度まで、修繕関係予算を賃金、使用料、原

材料費で分割して計上しておりましたが、今年度より需用費で一括計上してございます。

１３ページご覧ください。２款公債費、１項公債費、１目元金７，４５８万９千円で、

前年度から７６４万９千円の減額でございます。

次のページをお開きください。１４ページでございます。２目利子に１，６６１万円で、

前年度から１２９万４千円の減額でございます。

続きまして、歳入をご説明致します。５ページをお開きください。１款使用料及び手数

料、１項手数料、１目下水道使用料が３，６１０万円で、前年度と同額計上をしてござい

ます。

次のページをお開きください。２項手数料、１目手数料が３８万円で、前年より１万８

千円の増額です。これは浄化槽で手数料の増額を見込んでございます。

７ページをご覧ください。２款国庫支出金、１項国庫補助金が０円で、昨年度より１８

０万円の減額です。

次のページをお開きください３款繰入金、１項一般会計繰入金が１億１，６６８万円で、

前年度より１，２１７万９千円の減額となっております。
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続きまして、９ページ、４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、１０ページ、５款諸収

入、２項雑入、２目雑入、共に昨年と同額の１千円でございます。以上で説明を終わらせ

ていただきます。よろしくお願い致します。

● 議案第３４号 平成２７年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算につ

いて

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２７、議案第３４号、『平成２７年度知内町農業集落排水施設整備事業特別

会計予算について』説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第３４号、平成２７年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算について。

平成２７年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算は、次に定めるところによ

る。

第１条、歳入歳出予算。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，４６８万９千円

と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分毎の金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。

この後、建設水道課長から内容について、説明をさせていただきます。よろしくお願い

致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

１２ページをお開きください。まず、歳出でございます。１款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費が１０万２千円で、昨年と同額の計上でございます。

次のページをお開きください。２目施設維持費は７９２万１千円で、前年度より９５万

円の増額です。これは、需用費で電気料金値上げ分と修繕費を計上したことが要因となっ

ております。

１４ページ、ご覧ください。２款公債費、１項公債費、１目元金は１，３８８万９千円

で、前年度より１２３万円の減額でございます。

次のページ、１５ページをご覧ください。２目利子が２７７万７千円で、前年度より３

６万４千円の減額でございます。

続きまして、歳入でございます。５ページをお開きください。１款使用料及び手数料、

１項手数料、１目下水道使用料は２７０万円で、昨年度から１万円の増額でございます。

今年度の決算見込み分を計上してございます。

次に６ページをご覧ください。２項手数料、１目手数料料で工事検査手数料として、昨

年と同額の１万円でございます。

続きまして、７ページ、２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金は、２，

１９７万６千円で、前年度から４３４万６千円の増額でございます。これは次のページの

基金繰入金が減少したことによるものでございます。

次のページ、８ページでございます。２項基金繰入金、１目農業集落排水事業償還基金
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繰入金が０円でございまして、昨年度より５００万円の減額です。

９ページをご覧ください。３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金は１千円。

次のページ、４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、その次のページ、

５款諸収入、２項雑入、２目雑入、ともに昨年と同額の１千円でございます。以上で説明

を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

● 議案第３５号 平成２７年度知内町水道事業会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２８、議案第３５号、『平成２７年度知内町水道事業会計予算について』説

明を求めます。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

議案第３５号、平成２７年度知内町水道事業会計予算について。

第１条、総則でございます。平成２７年度知内町水道事業会計の予算は、次に定めると

ころによる。

第２条、業務の予定量でございまして、業務の予定量は次のとおりとする。給水戸数２，

１６２戸。年間総給水量８８５，０００㎥。１日平均給水量２，４２５㎥。主要な建設改

良事業、浄水施設改良費に３，０５０万円。配水設備改良費２，６６０万円。営業設備費

９３８万４千円。消火栓設置費４３０万円。

第３条、収益的収入及び支出でございます。収益的収入及び支出の予定額は、次のとお

り定める。収入と致しまして、１款水道事業収益、合計１億４，３４５万円でございます。

内訳は１項営業収益１億２８８万３千円。２項営業外収益２，０５６万５千円。３項特別

利益２千円でございます。

２ページをご覧ください。支出でございます。１款水道事業費用、合計１億２，１６８

万５千円。１項営業費用１億１，３１５万１千円。２項営業外費用７５３万４千円。３項

予備費１００万円でございます。

第４条、資本的収入及び支出。資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。括

弧書きでございまして、資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額７，３４１万６

千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４９２万４千円、減債積立金７

５２万１千円、過年度損益勘定留保資金６，０９７万１千円で補塡するものとする。

収入でございまして、１款資本的収入４８８万９千円でございます。内訳は、１項他会

計補助金で５８万９千円。２項工事負担金で４３０万円です。

支出でございまして、１款資本的支出、合計７，８３０万５千円。１項建設改良費で７，

０７８万４千円。２項企業債償還金で７５２万１千円でございます。

第５条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。次に掲げる経費につい

ては、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費

の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。職員給与費３，０６４万１

千円でございます。

第６条、他会計からの補助金。営業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける

金額は１４６万２千円である。

第７条、たな卸資産購入限度額。棚卸資産の購入限度額は、１千万円と定める。
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５ページをお開きください。平成２７年度知内町水道事業会計予算実施計画でございま

す。まず、収益的収入について、ご説明致します。１款水道事業収益が１億４，３４５万

円でございます。前年度比較およそ３５０万円の増を見込んでございます。これは１項営

業収益、１目給水収益で前年度比２００万円の増加を見込み、２項営業外収益、３目長期

前受金戻入で１００万円の増加となっております。

次に７ページをお開きください。収益的支出でございます。１款水道事業費用が１億２，

１６８万５千円で、昨年度から１，４５０万円の増加となっております。主な要因と致し

まして、１目原水及び浄水費の４節委託料で電気計装保守点検費が点検項目の増加とそし

て、新たに今年度限りでございますが、湯ノ里浄水場の配水池内部の清掃を予算に盛り込

んでございます。これで１４０万円の増加でございます。７節修繕費で決算見込みに近い

金額で予算計上したことにより１２０万円の増加となっております。また、２目配水及び

給水費では、次のページ、８ページをご覧いただきたいと思います。７節委託料で、水道

管の埋設地を示す標識の損傷が激しいことから補修業務委託を計上したことによって５６

万円の増加。８節修繕費で仕切り弁の交換業務を計上したことにより８０万円の増加とな

っております。３目の総掛費につきましては、ほぼ昨年並みの計上でございます。

次に９ページをご覧ください。４目減価償却費、これは湯ノ里浄水場の改修工事による

減価償却がはじまりまして、５，４３６万２千円と昨年度から６００万円の増加。また、

５目資産減耗費では、固定資産除却費が２００万円の増加となっております。

次のページ、１０ページをお開きください。２項営業外費用のうち、１目支払利息は３

９３万４千円で、湯ノ里浄水場改修工事分の利息償還が始まりまして、昨年度より１２０

万円の増加でございます。

３目消費税は、昨年度、湯ノ里浄水場改修工事があり、仮払い消費税が大きくなるため、

還付を見込んだ予算だったため１千円の計上でございましたが、今年度は納付見込額３５

０万円の計上で、３５０万円の増加となっております。

続きまして、１１ページでございます。資本的収入でございまして、１款資本的収入は、

１項他会計補助金、２項工事負担金として４８８万９千円の計上でございます。

次のページをお開きください。１２ページでございまして、１款資本的支出は７，８３

０万５千円でございます。内訳は１項建設改良費、１目上水施設改良費として３，０５０

万円。浄水場の電気計装設備の更新工事として１，９９０万円。湯ノ里浄水場非常用発電

機更新工事として１４０万円。湯ノ里浄水場の外構工事として９２０万円の計上でござい

ます。

２目配水設備改良費では、配水管更新工事と知内橋の添架管を吊っている金物の更新工

事として合わせて２，６６０万円を計上しております。また、４目消火栓の更新工事では、

４箇所分として４３０万円の計上をしております。なお、湯ノ里浄水場の外構工事の内容、

消火栓の更新箇所及び配水管更新箇所につきましては、建設水道課説明資料身だし４の１

２ページから１４ページを後ほどご覧いただきたいと思います。

次に１３ページでございます。平成２７年度水道事業予定によるキャッシュフローの計

算書でございます。１、営業活動によるキャッシュフローは、当期純損益から支払利息等

支払額までの合計でプラス７，０７１万４千円となります。２の投資活動によるキャッシ

ュフローは、建設改良費にかかるもので、マイナス６，０９７万円となります。

次に１４ページをご覧ください。３の財務活動によるキャッシュフローは、企業債の償

還としてマイナス７５２万１千円。１の営業活動、２の投資活動、３の財務活動の合計で、

平成２７年度資金増加額が２２２万３千円となりまして、資金期末残高見込額が３億７，
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３８８万５千円と見込んでおります。

次に２４ページをお開きください。平成２７年度の予定損益計算書でございます。１、

営業収益では、（１）の給水収益から（３）のその他営業収益まで、合計が１億１，３８

２万４千円でございます。２の営業費用は、（１）の原水及び浄水費から（５）の資産減

耗費まで、合計致しまして１億１，１６２万円。営業利益として２２０万４千円となりま

す。続きまして、３項営業外収益でございます。（１）の受取利息及び配当金から（４）

の雑収益まで合計して２，０５６万１千円。４の営業外費用が支払利息として３９３万４

千円。営業外収益と営業外費用の差引きが１，６６２万７千円でございます。以上から経

常利益、当年度純益が１，８８３万１千円となります。前年度の繰越利益剰余金６６万５

千円、その他未処分利益剰余金が１億８，６３７万２千円で当年度未処分利益譲与金２億

５８６万８千円を予定しております。平成２７年度の予定貸借対照表については説明を省

略させていただきたいと思います。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願

い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

以上で、一括議題の２７議案の提案理由の説明が終わりました。

お諮り致します。只今議題の２７議案については、議長を除く議員全員による予算審査

特別委員会を設置し、地方自治法第９８条第１項の規定による検査権を付与の上、これに

付託して、審査終了まで審議することに致したいが、この取扱いにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声多数）

異議なしと認めます。したがって、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会に付

託の上、審査することに決定しました。

暫時休憩致します。

休憩取消し、会議を開きます。

休憩中に平成２７年度予算審査特別委員会の正副委員長が決定しておりますので、議長

からそのことについて報告します。

委員長に森永勉君、副委員長に谷口康之君、以上のとおり選任することとし、委員会の

構成は、そのように決定をしました。

● 散会宣言

◎ 議 長（伊藤政博）

お諮りします。３月１５日は、休会の日ですが、サンデー議会開催のため、特に会議を

開くこととしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、３月１５日は会議を開くことに決定をしました。

なお、会議時間は午前９時３０分であります。

以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれにて散会致します。どうもご苦労様でした。

（ 散会 午後 ４時３０分 ）


